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研
究
ノ
ー
ト

「
福
祉
的
」
性
格
を
有
す
る
労
働：

フ
ラ
ン
ス
の
「
援
助
付
契
約
」
を
め
ぐ
る

議
論
と
最
近
の
動
向

笠

木

映

里

Ⅰ

は
じ
め
に

⑴

一
般
就
労
・
中
間
就
労
・
福
祉
的
就
労

今
国
会
（
一
八
五
回
国
会
・
臨
時
会
）
に
お
い
て
成
立
し
た
ば
か

り
の
、
い
わ
ゆ
る
「
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
」

施
行
は
平
成
二

七
年
四
月
。
な
お
、
同
内
容
の
法
案
が
一
八
三
回
国
会
に
も
提
出
さ

れ
て
い
た
も
の
の
、
一
旦
廃
案
と
な
っ
て
い
た
）
に
お
い
て
は
、

雇
用
に
よ
る
就
労
を
継
続
し
て
行
う
こ
と
が
困
難
な
生
活
困
窮
者

に
対
し
、
就
労
の
機
会
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
就
労
に
必
要
な
知

識
及
び
能
力
の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
訓
練
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
便
宜
を
供
与
す
る
事
業
」
と
し
て
都
道
府
県
知
事
の
認

定
を
受
け
た
「
認
定
生
活
困
窮
者
就
労
訓
練
事
業
」

以
下
、
単
に

「
事
業
」
と
い
う
）
の
創
設
が
予
定
さ
れ
て
い
る
（
法
一
〇
条
）。
な

お
、

生
活
困
窮
者
」
と
は
、
現
に
経
済
的
に
困
窮
し
、
最
低
限
度

の
生
活
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
者
を
い

う
（
二
条
一
項
）。
事
業
の
具
体
的
内
容
は
法
の
規
定
か
ら
は
明
ら

か
で
は
な
い
が
、
一
八
三
回
国
会
で
の
法
案
の
提
出
に
向
け
て
厚
生

労
働
省
が
作
成
し
た
「
中
間
的
就
労
の
モ
デ
ル
事
業
実
施
に
関
す
る

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
案
）」
で
は
、
事
業
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
就
労

の
機
会
が
「
中
間
的
就
労
」
と
呼
ば
れ
、
こ
の
中
間
的
就
労
に
つ
き
、

以
下
の
よ
う
な
よ
り
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
示
さ
れ
て
い
た
。
す
な

わ
ち
、
中
間
的
就
労
は
一
般
就
労
（
一
般
労
働
市
場
に
お
け
る
自
律

的
な
労
働
）
と
、
い
わ
ゆ
る
福
祉
的
就
労
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及

び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
障
害
者
総
合
支

援
法
）
に
基
づ
く
就
労
移
行
支
援
事
業
等
）
と
の
間
に
位
置
す
る
就

労
（
雇
用
契
約
に
基
づ
く
労
働
及
び
…
一
般
就
労
に
向
け
た
就
労
体

験
等
の
訓
練
を
総
称
す
る
も
の
）
の
形
態
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

対
象
者
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
①
直
近
の
就
労
経
験
が
乏

し
い
者
、
例
え
ば
、
ひ
き
こ
も
り
の
状
態
に
あ
る
者
、
あ
っ
た
者
、

ニ
ー
ト
の
者
、
長
期
間
失
業
状
態
が
続
い
て
い
る
者
、
未
就
職
の
高

校
中
退
者
等
、
あ
る
い
は
、
②
法
令
に
基
づ
く
身
体
障
害
者
等
で

あ
っ
て
、
障
害
者
総
合
支
援
法
に
基
づ
く
就
労
移
行
支
援
事
業
等
の

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
な
い
も
の
や
、
身
体
障
害
者
等
と

は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
者
に
近
似
し
て
一
定
程
度
の
障
害
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を
持
つ
と
認
め
ら
れ
る
者
や
、
障
害
を
有
す
る
疑
い
の
あ
る
者
、
で

あ
る
。
具
体
的
な
対
象
者
は
、
市
町
村
ま
た
は
そ
の
委
託
を
受
け
た

者
の
運
営
す
る
相
談
支
援
の
仕
組
み
の
中
で
選
ば
れ
る
。
事
業
の
最

終
目
的
と
し
て
は
、
対
象
者
が
「
支
援
を
要
せ
ず
自
律
的
に
一
般
就

労
に
就
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
、
ひ
い
て
は
困
窮
状
態

か
ら
脱
却
す
る
こ
と
」
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
中
間
的
就
労
の
仕
組
み
に
つ
い
て
は
、
法
律
上
は
具

体
的
な
内
容
が
全
く
明
ら
か
で
な
く
、
施
行
規
則
等
の
成
立
を
待
た

な
け
れ
ば
議
論
が
し
に
く
い
状
況
で
あ
る
。
た
だ
、
既
に
、
雇
用
契

約
に
基
づ
く
労
働
と
雇
用
契
約
が
締
結
さ
れ
な
い
訓
練
と
の
境
界
が

必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
く
、
本
来
労
働
者
と
し
て
保
護
を
受
け
る
べ

き
者
に
つ
い
て
労
働
法
の
規
制
を
潜
脱
す
る
こ
と
を
許
す
の
で
は
な

い
か
と
い
っ
た
懸
念
が
表
明
さ
れ
て
い
る１

）。
確
か
に
、
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
（
案
）
が
い
う
と
こ
ろ
の
中
間
的
就
労
を
行
う
労
働
者
の
労
働
者

性
の
有
無
は
、
法
律
の
施
行
に
向
け
て
、
こ
の
制
度
を
め
ぐ
る
重
要

な
論
点
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
は
、
一
般
就
労
と
中
間
的
就
労
の

区
別
に
か
か
る
論
点
で
あ
る
と
い
え
よ
う
か
（
但
し
、
中
間
的
就
労

と
同
じ
く
「
一
般
就
労
」
も
法
令
上
の
概
念
で
は
な
く
、
そ
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
は
必
ず
し
も
明
ら
か
と
は
い
え
な
い
）。
他
方
で
、
中

間
的
就
労
は
「
一
般
就
労
」
と
「
福
祉
的
就
労
」
と
の
「
中
間
」
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
整
理
さ
れ
て
い
る
た
め
、
一
般
就
労
と
の

区
別
だ
け
で
な
く
、
福
祉
的
就
労
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
考
察
が
必

要
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

福
祉
的
就
労
は
、
こ
れ
ま
で
も
障
害
者
の
雇
用
に
つ
い
て
用
い
ら

れ
て
き
た
言
葉
で
あ
る
が
、
や
は
り
法
令
上
の
根
拠
を
も
つ
概
念
で

は
な
い
。
講
学
上
も
、
福
祉
的
就
労
に
付
さ
れ
た
「
福
祉
的
」
と
い

う
語
の
厳
密
な
意
義
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
福
祉
的
施

策
の
下
で
就
労
の
場
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
、
等

と
緩
や
か
に
定
義
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る２

）。
福
祉
的
就
労

と
呼
ば
れ
る
も
の
の
中
に
も
、
雇
用
契
約
が
締
結
さ
れ
労
働
関
係
法

規
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
雇
用
型
と
、

そ
の
よ
う
な
関
係
を
想
定
し
な
い
非
雇
用
型
が
存
在
し３

）、
そ
の
内
容

は
多
様
と
い
え
る
（
も
っ
と
も
、
雇
用
型
の
福
祉
的
就
労
は
ご
く
一

部
に
留
ま
っ
て
お
り
、
福
祉
的
就
労
が
議
論
さ
れ
る
際
に
は
主
と
し

て
労
働
関
係
法
規
の
適
用
の
な
い
就
労
が
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
）。
障
害
者
の
福
祉
的
就
労
に
つ
い
て
は
、
少
な
か
ら
ぬ

障
害
者
が
こ
う
し
た
就
労
に
長
期
間
留
ま
っ
て
い
る
状
況
を
前
提
と

し
て
、
福
祉
的
就
労
を
福
祉
施
策
か
ら
切
り
離
し
、
雇
用
施
策
の
一

環
と
し
て
位
置
づ
け
る
か
、
あ
る
い
は
雇
用
施
策
と
密
接
に
リ
ン
ク

さ
せ
て
、
障
害
者
に
と
っ
て
の
望
ま
し
い
「
労
働
」
環
境
を
調
え
る

べ
き
と
の
指
摘
が
あ
る４

）。
ま
た
、
一
見
逆
の
見
解
に
読
め
る
が
お
そ

ら
く
は
同
様
の
方
向
性
の
議
論
と
し
て
、
労
働
と
福
祉
の
連
続
性
を
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重
視
し
、
両
領
域
に
ま
た
が
る
中
間
領
域
で
の
就
労
拡
大
や
賃
金
補

填
制
度
の
導
入
を
主
張
す
る
見
解
も
あ
る５

）。
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
い

ず
れ
も
、
福
祉
的
就
労
と
一
般
就
労
の
完
全
な
分
断
に
疑
問
を
呈
し
、

ま
さ
に
「
中
間
的
」
な
就
労
と
い
う
領
域
を
構
想
す
る
こ
と
を
目
指

す
も
の
と
整
理
で
き
る
が６

）、
こ
う
し
た
福
祉
的
就
労
の
側
か
ら
目
指

さ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
中
間
的
」
就
労
の
具
体
的
な
あ
り
方
や
、
そ
う

し
た
就
労
が
一
般
就
労
と
ど
の
程
度
連
続
性
の
あ
る
も
の
な
の
か

（
さ
ら
に
い
え
ば
、
一
般
就
労
へ
の
移
行
を
ど
の
程
度
想
定
す
る
も

の
な
の
か
）
等
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
見
解
が
一
致
し
な
い
状
況

と
思
わ
れ
る
。

今
回
の
立
法
に
お
い
て
生
活
困
窮
者
に
つ
き
論
じ
ら
れ
て
い
る

「
中
間
的
」
就
労
は
、
長
期
失
業
（
未
就
職
失
業
も
含
む
）
が
個
人

を
社
会
か
ら
切
り
離
し
孤
立
さ
せ
て
し
ま
う
問
題
が
し
ば
し
ば
指
摘

さ
れ
る
日
本
の
現
状７

）に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
場
が
ま
ず
は
個
人
の

社
会
生
活
へ
の
参
加
の
た
め
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と

し
て
構
想
さ
れ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ

の
よ
う
な
就
労
の
場
は
、
必
ず
し
も
賃
金
に
よ
る
所
得
の
確
保
・
生

活
の
維
持
を
主
眼
と
せ
ず
、
む
し
ろ
社
会
参
加
の
場
を
提
供
す
る
福

祉
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
の
意
味
を
少
な
く
と
も
部
分
的
に
有
す
る
も
の

と
し
て
提
供
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。
上
述
の
通
り
、
福
祉
的
就
労
も
、
そ
の
対
立
概
念
と
考

え
ら
れ
る
一
般
就
労
も
、
法
令
上
の
根
拠
を
も
た
な
い
多
義
的
な
概

念
で
あ
る
が
、
生
活
困
窮
者
の
中
間
的
就
労
を
め
ぐ
る
最
近
の
議
論

は
、
従
来
基
本
的
に
は
障
害
者
の
福
祉
・
雇
用
政
策
の
問
題
と
し
て

論
じ
ら
れ
て
き
た
福
祉
的
就
労
に
つ
い
て
、
労
働
者
一
般
に
つ
い
て

の
、

福
祉
的
な
性
格
を
有
す
る
」
就
労
・
労
働
と
い
う
よ
り
広
い
観

点
か
ら
議
論
を
し
、
福
祉
と
労
働
の
間
に
あ
る
多
様
な
活
動
に
つ
い

て
の
一
般
論
を
構
築
す
る
契
機
を
提
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

⑵

フ
ラ
ン
ス
の
援
助
付
契
約

本
稿
で
は
、
上
記
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
理
論
的
な
検
討
を
行

う
た
め
の
（
あ
く
ま
で
）
一
つ
の
出
発
点
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お

け
る
い
わ
ゆ
る
「
援
助
付
（
労
働
）
契
約８

）（co
n
tra
ts
 
a
id
es,

co
n
tra
ts d

u tra
v
a
il a

id
es

）」
の
最
近
の
動
向
を
取
り
上
げ
る
。

近
年
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
若
年
者
の
失
業
問
題
が
（
他
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
国
と
同
様
に
）
き
わ
め
て
深
刻
な
問
題
と
し
て
意
識
さ
れ

て
い
る９

）。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
二
〇
一
二
年
に
成
立
し
た
社
会
党
政

権
は
、
二
〇
一
二
年
か
ら
二
〇
一
三
年
に
か
け
て
、
若
年
者
雇
用
に

つ
い
て
二
つ
の
新
し
い
制
度
を
相
次
い
で
導
入
し
た
。
こ
れ
ら
の
制

度
は
、
労
働
契
約
に
社
会
保
険
料
免
除
や
使
用
者
へ
の
補
助
金
等
の

公
的
な
支
援
を
結
び
つ
け
る
こ
と
で
雇
用
の
場
を
創
出
し
よ
う
と
す

「福祉的」性格を有する労働（笠木）
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る
、
い
わ
ゆ
る
「
援
助
付
（
労
働
）
契10

）約11
）」

の
新
し
い
類
型
と
し
て

整
理
さ
れ
う
る
も
の
と
思
わ
れ
る12

）。
こ
う
し
た
制
度
は
、
フ
ラ
ン
ス

に
お
い
て
一
九
七
〇
年
代
に
遡
る
比
較
的
長
い
歴
史
を
有
す
る
雇
用

政
策
の
類
型
で
あ
り13

）、
そ
の
出
発
点
は
低
賃
金
の
労
働
者
に
つ
い
て

の
社
会
保
険
料
の
免
除
で
あ
っ
た14

）。
特
に
八
〇
年
代
に
行
わ
れ
た

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
に
つ
い
て
の
社
会
保
険
料
免
除
は
そ
の
規
模
も
大

き
く
、
雇
用
創
出
に
も
一
定
程
度
貢
献
し
た
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い

る15
）。

ま
た
、
九
〇
年
代
以
降
は
、
雇
用
市
場
へ
の
参
入
が
困
難
な
労

働
者
に
着
目
し
た
、
職
業
訓
練
と
雇
用
契
約
の
組
合
せ
と
い
う
性
格

を
も
つ
契
約
類
型
が
多
数
導
入
さ
れ
て
い
る16

）（
そ
の
出
発
点
は
一
九

八
九
年
に
導
入
さ
れ
た
雇
用
・
連
帯
契
約
（co

n
tra
t
 
em
p
lo
i-

so
lid
a
rite

）
で
あ
る
と
思
わ
れ
る17

））。
こ
う
し
た
契
約
は
、
公
的
扶

助
で
あ
る
参
入
最
低
所
得
（rev
en
u
 
m
in
im
u
m
 
d
’in
sertio

n
,

R
M
I

）
お
よ
び
そ
の
発
展
型
で
あ
る
現
行
法
上
の
連
帯
活
動
所
得

（rev
en
u so

lid
a
rite

a
ctiv

e,
R
S
A
,

社
会
扶
助
・
家
族
給
付
法
典

L.
二
六
二

一
条
以
下
）
の
受
け
皿
と
し
て
の
役
割
も
果
た
し
て
い

る18
）。

こ
の
よ
う
な
形
で
の
雇
用
へ
の
公
的
支
援
は
こ
れ
ま
で
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
各
国
に
お
い
て
検
討
さ
れ
実
施
さ
れ
て
き
た19

）が
、
少
な
く
と

も
今
日
に
お
い
て
は
、
そ
の
規
模
で
フ
ラ
ン
ス
は
群
を
抜
い
て
い
る20

）。

本
稿
で
追
っ
て
詳
し
く
述
べ
る
通
り
、
こ
の
よ
う
な
援
助
付
契
約

は
、
雇
用
政
策
と
し
て
の
失
業
対
策
と
い
う
性
格
を
有
す
る
と
共
に
、

失
業
問
題
に
対
す
る
社
会
的
対
応
と
（
フ
ラ
ン
ス
の
文
脈
で
は
、
就

労
に
結
び
つ
か
な
い
と
い
う
意
味
で
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
意
味
も
こ
め

て
）
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
に21

）、
雇
用
か
ら
遠
く
離
れ
た
存
在

と
な
っ
て
い
る
長
期
失
業
者
や
未
就
職
者
を
社
会
に
参
入
さ
せ
る
た

め
の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か

ら
は
、
本
稿
で
出
発
点
と
し
た
、
福
祉
的
な
意
味
を
有
す
る
就
労
と

い
う
問
題
関
心
に
、
何
ら
か
の
示
唆
を
も
た
ら
す
制
度
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
の
援
助

付
契
約
に
つ
い
て
の
議
論
の
第
一
歩
と
し
て
、
二
〇
一
二
年
以
降
に

導
入
さ
れ
た
上
記
の
二
つ
の
制
度
を
取
上
げ
、
ま
ず
は
そ
の
制
度
の

内
容
を
把
握
す
る
よ
う
努
め
る
と
共
に
、
援
助
付
契
約
の
目
的
、
新

し
い
制
度
の
特
徴
や
、
こ
れ
ら
の
制
度
に
関
す
る
学
説
の
評
価
等
に

つ
い
て
、
考
察
を
行
う
。
な
お
、
上
記
の
通
り
、
こ
れ
ら
の
制
度
は

い
ず
れ
も
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
雇
用
市
場
に
か
か
る
今
日
の
主
た

る
関
心
を
背
景
と
し
て
若
年
者
の
失
業
・
就
労
支
援
と
い
う
問
題
を

扱
う
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
は
、
若
年
者
雇
用
の
問
題
に
つ
い
て
示

唆
を
得
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
雇
用
に
対
す
る

公
的
支
援
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
他
に
も
多

様
な
ス
キ
ー
ム
が
存
在
し
て
い
る
。
特
に
、
こ
の
よ
う
な
長
期
失
業

者
等
を
念
頭
に
お
い
た
公
的
支
援
付
き
の
雇
用
と
い
う
観
点
か
ら
は
、

研究ノート
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個
別
の
労
働
契
約
で
な
く
企
業
に
対
す
る
支
援
と
し
て
、
参
入
支
援

企
業
（en

trerise d
’in
sertio

n

）
の
制
度
等
も
存
在
す
る
が
、
本

稿
で
は
差
し
あ
た
り
援
助
付
契
約
、
特
に
新
し
い
二
つ
の
制
度
と
、

そ
の
前
身
と
な
っ
て
い
る
こ
れ
ま
で
の
制
度
に
対
す
る
評
価
に
着
目

す
る
こ
と
と
す
る
。

Ⅱ

未
来
雇
用
（em

p
lo
i d
’a
v
en
ir

）

⑴

検
討
の
前
提：

法
典
上
の
位
置
づ
け

未
来
雇
用22

）は
、
既
に
存
在
す
る
援
助
付
契
約
の
枠
を
基
礎
と
し
つ

つ
、
特
別
規
定
を
加
え
る
形
で
導
入
さ
れ
て
い
る23

）。
そ
の
た
め
、
こ

の
制
度
に
つ
い
て
理
解
す
る
た
め
に
、
ま
ず
、
基
礎
と
さ
れ
る
と
こ

ろ
の
援
助
付
契
約
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

未
来
雇
用
を
含
む
各
種
の
援
助
付
契
約
は
、
労
働
法
典
第
五
部
第

一
編
「
雇
用
促
進
の
た
め
の
諸
制
度
（les d

isp
o
sitifs en fa

v
eu
r

 
d
e l’em

p
lo
i

）」
の
中
の
第
三
章
「
雇
用
へ
の
参
入
・
ア
ク
セ
ス
・
復

帰
の
た
め
の
援
助
（a

id
es
 
a
l’in

sertio
n
,
a
l’a
cces

 
et
 
a
u

 
reto

u
r a

l’em
p
lo
i

）」、
第
四
節
「
援
助
付
労
働
契
約
」
の
中
に
整

理
さ
れ
て
い
る
。

未
来
雇
用
は
、
従
来
か
ら
存
在
す
る
援
助
付
契
約
の
一
類
型
で
あ

る
社
会
的
参
入
契
約24

）（co
n
tra
ts u

n
iq
u
e d

’in
sertio

n
：

L.
五
一

三
四

一
九

一
条
以
下
）
に
改
善
が
加
え
ら
れ
た
も
の
と
い
う
性
格

を
有
し
て
い25

）る26
）。

社
会
的
参
入
契
約
は
、
契
約
が
締
結
さ
れ
る
事
業

の
類
型
に
応
じ
て
、
異
な
る
二
つ
の
契
約
類
型
に
分
か
れ
て
お
り
、

未
来
雇
用
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
（
L.
五
一
三
四

一
一
二
条
）。

す
な
わ
ち
、
未
来
雇
用
が
、
非
営
利
の
民
間
事
業
者
や
地
方
公
共
団

体
等
の
公
的
機
関
（
国
を
除
く
）
等
の
い
わ
ゆ
る
非
市
場
的
（n

o
n
-

m
a
rch

a
n
d

）
セ
ク
タ
ー
に
お
い
て
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
雇
用
に

お
け
る
サ
ポ
ー
ト
契
約
（co

n
tra
t d
’a
cco

m
p
a
g
n
em
en
t d
a
n
s l’

em
p
lo
i,
L
.
5134

20

条
以
下
）、
そ
れ
以
外
の
い
わ
ゆ
る
市
場
的

（m
a
rch

a
n
d

）
セ
ク
タ
ー
に
お
い
て
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
雇
用

イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
契
約
（co

n
tra
t in

itia
tiv
e-em

p
lo
i,
L
.
5134

65

条
以
下
）
の
そ
れ
ぞ
れ
の
契
約
類
型
に
か
か
る
規
定
が
一
般
規

定
と
し
て
適
用
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
未
来
雇
用
に
つ
い
て
特
別
な

規
定
が
お
か
れ
な
い
部
分
は
、
こ
れ
ら
の
契
約
類
型
に
関
す
る
ル
ー

ル
が
、
そ
の
セ
ク
タ
ー
に
応
じ
て
適
用
さ
れ
る
（
L.
五
一
三
四

一

九

三
条
）。

若
年
失
業
者
が
利
用
で
き
る
既
存
の
就
職
支
援
に
加
え
て
こ
の
よ

う
な
制
度
が
必
要
な
理
由
と
し
て
、
立
法
時
の
説
明
で
は
、
こ
れ
ま

で
の
援
助
付
契
約
と
の
関
係
で
お
お
む
ね
以
下
の
よ
う
な
理
由
が
述

べ
ら
れ
て
い27

）る28
）。

す
な
わ
ち
、
従
来
の
社
会
的
参
入
契
約
は
多
く
の

場
合
き
わ
め
て
短
い
期
間
の
契
約
で
あ
り
（
二
〇
一
二
年
に
お
い
て
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は
平
均
六
・
四
五
ヶ
月
）、
ま
た
、
週
の
労
働
時
間
も
二
一
時
間
前

後
に
留
ま
り
（
社
会
的
参
入
契
約
に
つ
い
て
は
週
二
〇
時
間
が
最
低

限
労
働
時
間
と
さ
れ
て
い
る
）、
就
労
経
験
の
な
い
若
者
に
通
常
の

就
労
の
リ
ズ
ム
を
体
験
さ
せ
、
真
の
職
業
能
力
（co

m
p
eten

ce

）

を
身
に
つ
け
さ
せ
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
若
年

労
働
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
サ
ポ
ー
ト
も
不
十
分
な
も
の
に
留
ま
っ

て
い
る
。
以
下
で
見
る
よ
う
に
、
未
来
雇
用
は
、
社
会
的
参
入
契
約

を
改
良
す
る
よ
う
な
内
容
の
労
働
契
約
を
、
よ
り
限
定
さ
れ
た
若
年

労
働
者
に
提
供
す
る
よ
う
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
（
社
会
的
参
入
契

約
は
、
過
去
に
存
在
し
た
他
の
制
度
と
整
理
さ
れ
た
経
緯
も
あ
っ
て

若
年
労
働
者
以
外
の
多
様
な
労
働
者
を
も
対
象
と
し
う
る29

）た
め
、
制

度
の
対
象
を
改
め
て
若
年
労
働
者
の
み
に
絞
る
と
い
う
意
味
も
あ

る
）。未

来
雇
用
の
目
的
は
、
若
年
労
働
者
を
「
社
会
・
環
境
の
観
点
か

ら
有
用
な
性
格
を
有
す
る
活
動
あ
る
い
は
大
き
な
雇
用
創
出
の
潜
在

的
可
能
性
を
有
す
る
活
動30

）」
に
雇
い
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
職
業

的
参
入
（in

sertio
n p

ro
fessio

n
n
elle

）
及
び
職
業
資
格
（q

u
a
li-

fica
tio
n

）
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
容
易
に
す
る
こ
と
で
あ
る
（
L.
五
一

三
四

一
一
〇
条
の
Ⅰ
）。
い
か
な
る
活
動
が
こ
の
よ
う
な
性
格
を
有

す
る
か
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
通
り
、
地
域
ご
と
に
定
め
ら
れ
る
計

画
の
中
で
具
体
的
に
特
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
（
↓
⑶
）。

⑵

対
象
と
な
る
労
働
者

未
来
雇
用
は
、
職
業
資
格
を
有
し
な
い
、
あ
る
い
は
き
わ
め
て
僅

か
な
職
業
能
力
し
か
有
し
な
い31

）、
雇
用
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
つ
い
て
特

別
な
困
難
を
抱
え
て
い
る
若
者
（
労
働
契
約
締
結
時
点
に
お
い
て
一

六
歳
か
ら
二
五
歳
）、
あ
る
い
は
三
〇
歳
未
満
の
障
害
者
で
同
様
の

条
件
を
満
た
す
者
を
対
象
と
す
る
（
L.
五
一
三
四

一
一
〇
条
の
Ⅰ32

））。

ま
た
、
公
的
扶
助
制
度
で
あ
る
連
帯
活
動
所
得
（
Ｒ
Ｓ
Ａ
）
の
受

給
者
も
、
上
記
の
要
件
を
満
た
す
若
年
者
で
あ
れ
ば
、
こ
の
制
度
の

対
象
と
な
り
う
る
。

⑶

対
象
と
な
る
職
種
・
領
域

上
述
の
通
り
、
未
来
雇
用
は
法
典
上
非
市
場
的
セ
ク
タ
ー
と
市
場

的
セ
ク
タ
ー
の
両
方
に
つ
い
て
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
、

こ
の
制
度
の
対
象
と
な
る
の
は
主
と
し
て
非
市
場
的
な
セ
ク
タ
ー
の

使
用
者
で
あ
る
。
労
働
法
典
L.
五
一
三
四

一
一
一
条
は
、
こ
の
制

度
を
利
用
し
て
労
働
契
約
へ
の
援
助
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
使
用

者
を
列
挙
し
て
い
る
。
同
条
に
よ
れ
ば
、
①
非
営
利
の
私
法
上
の
組

織
、
②
地
方
自
治
体
及
び
そ
の
連
合
、
③
国
以
外
の
そ
の
他
の
公
法

上
の
法
人
、
④
参
入
支
援
と
職
業
資
格
取
得
支
援
の
プ
ロ
セ
ス
を
組

織
す
る
、
L.
一
二
五
三

一
条
の
適
用
を
受
け
る
使
用
者
グ
ル
ー
プ
、

⑤
L.
五
一
三
二

四
条
の
適
用
を
受
け
る
経
済
活
動
に
よ
る
参
入
支

（法政研究80-４- ）6 470
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援
を
行
う
組
織
、
⑥
公
的
サ
ー
ビ
ス
の
管
理
運
営
を
担
当
す
る
私
法

上
の
法
人
が
こ
の
制
度
を
利
用
で
き
る
が
（
以
上
の
う
ち
①
、
②
、

③
、
⑥
が
い
わ
ゆ
る
非
市
場
的
セ
ク
タ
ー
の
使
用
者
で
あ
り
（
参
照
、

L.
五
一
三
四

二
一
条
）、
④
、
⑤
は
市
場
的
セ
ク
タ
ー
に
属
す
る
も

の
の
社
会
的
参
入
や
能
力
開
発
自
体
を
目
的
と
す
る
組
織
で
あ
る
）、

例
外
的
に
、
労
働
法
典
L.
五
四
二
二

一
三
条
お
よ
び
L.
五
四
二
四

一
条
の
三
及
び
四
に
列
挙
さ
れ
た
使
用
者
で
、
活
動
領
域
お
よ
び

彼
ら
が
提
供
し
う
る
参
入
・
能
力
開
発
の
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
条
件

を
満
た
す
も
の
も
、
参
入
が
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
規
定
を

受
け
て
R.
五
一
三
四

一
六
四
条
は
以
下
の
よ
う
に
そ
の
条
件
を
定

め
る
。
す
な
わ
ち
、
①
対
象
と
な
る
労
働
者
に
、
安
定
し
た
職
業
能

力
開
発
と
職
業
的
参
入
の
見
通
し
を
提
供
で
き
る
こ
と
、
②
雇
用
創

出
の
強
い
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
有
す
る
、
あ
る
い
は
、
新
し
い
活
動
の

発
展
の
見
通
し
を
提
供
す
る
活
動
の
セ
ク
タ
ー
に
属
す
る
こ
と
で
あ

る
。地

域
ご
と
に
知
事
の
定
め
る
計
画
（

地
域
枠
組
計
画
（ch

em
a

 
d
’o
rien

ta
tio
n
 
reg

io
n
a
l

」）
が
、
未
来
雇
用
の
実
施
の
地
域
的
な

戦
略
を
決
定
す
る
。
と
り
わ
け
①
雇
用
契
約
の
実
施
の
際
に
優
先
さ

れ
る
活
動
の
部
門
・
セ
ク
タ
ー
（filieres et secteu

rs

）、
特
に
、

地
域
レ
ベ
ル
の
経
済
発
展
・
能
力
開
発
に
関
す
る
戦
略
と
の
整
合
性

の
下
で
雇
用
創
出
の
強
い
潜
在
力
を
有
す
る
、
あ
る
い
は
、
新
し
い

活
動
の
発
展
の
見
込
み
を
提
供
す
る
よ
う
な
部
門
・
セ
ク
タ
ー
を
特

定
す
る
。
ま
た
、
②
こ
れ
ら
の
異
な
る
部
門
・
セ
ク
タ
ー
に
お
い
て

提
供
さ
れ
得
る
主
要
な
参
入
及
び
職
業
能
力
開
発
の
プ
ロ
セ
ス
を
提

示
す
る
（
R.
五
一
三
四

一
六
二
条
）。

こ
の
よ
う
に
、
未
来
雇
用
制
度
は
、
非
市
場
的
セ
ク
タ
ー
な
い
し

は
市
場
的
セ
ク
タ
ー
の
う
ち
特
定
の
活
動
領
域
に
重
点
を
絞
っ
た
制

度
と
な
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
地
域
ご
と
の
計
画
に
お
い
て

は
、
そ
の
地
域
に
お
い
て
ニ
ー
ズ
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
市

場
的
活
動
に
よ
っ
て
は
十
分
に
カ
バ
ー
さ
れ
な
い
分
野
を
特
定
す
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
上
述
の
通
り
地
域
ご
と
の
経
済

戦
略
と
の
結
び
つ
き
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
。

⑷

労
働
契
約

労
働
契
約
は
有
期
で
も
無
期
で
も
構
わ
な
い
（
L.
五
一
三
四

一

一
五
条
一
項33

））
が
、
原
則
と
し
て
フ
ル
タ
イ
ム
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
有
期
契
約
の
場
合
、
契
約
期
間
は
三
年
で
あ
る
（
同
条
二
項34

））。

⑸

職
業
訓
練
と
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
サ
ポ
ー
ト

従
来
か
ら
存
在
す
る
社
会
的
参
入
統
一
契
約
一
般
と
比
較
し
た
未

来
雇
用
の
特
徴
は
、
①
地
域
の
若
年
者
雇
用
の
サ
ポ
ー
ト
の
拠
点
と

も
い
え
る
地
域
青
年
支
援
セ
ン
タ
ー
（m

issio
n lo

ca
l

、
L.
五
三
一
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四

一
条
。
国
、
自
治
体
、
公
的
機
関
、
職
業
団
体
や
組
合
等
に

よ
っ
て
共
同
で
設
立
さ
れ
う
る
）
の
担
当
者
に
よ
る
若
年
労
働
者
の

パ
ー
ソ
ナ
ル
・
サ
ポ
ー
ト
（su

iv
i p
erso

n
n
a
lise

）
が
存
在
す
る
こ

と
（
L.
五
一
三
四

一
一
二
条
二
項
）、
及
び
、
②
労
働
者
の
指
導
・

教
育
（tu

to
ra
t

）
に
関
わ
る
条
件
及
び
職
業
訓
練
（fo

rm
a
tio
n

）

活
動
等
に
つ
い
て
使
用
者
が
明
示
的
に
（
以
下
で
見
る
よ
う
に
給
付

金
と
の
対
価
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
）
義
務
を
負
っ
て
い
る
こ
と

（
L.
五
一
三
四

一
一
四
条
）
で
あ
る35

）。

地
域
青
年
支
援
セ
ン
タ
ー
に
は
未
来
雇
用
を
締
結
す
る
労
働
者
に

つ
い
て
担
当
者
が
お
か
れ
、
こ
の
担
当
者
は
定
期
的
に
、
対
象
と
な

る
若
年
労
働
者
と
企
業
内
の
チ
ュ
ー
タ
ー
と
の
面
談
を
組
織
す
る
。

と
り
わ
け
、
契
約
の
初
期
に
お
い
て
は
こ
う
し
た
サ
ポ
ー
ト
は
集
中

的
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る36

）。
労
働
者
は
、
こ
の
よ
う

な
第
三
者
の
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
な
が
ら
、
会
社
と
の
労
働
契
約
を
遂

行
す
る
。
②
の
点
に
つ
い
て
は
、
補
助
金
の
付
与
に
関
す
る
箇
所
で

改
め
て
取
り
上
げ
る
（
↓
⑹
）。

⑹

教
育
訓
練
の
対
価
な
い
し
特
殊
な
労
働
契
約
の
前
提
と
し
て
の

賃
金
補
助
的
給
付
金：

三
面
関
係

ⅰ
）

給
付
金
の
額
・
支
給
さ
れ
る
期
間

未
来
雇
用
に
関
す
る
金
銭
的
な
援
助
で
あ
る
給
付
金
の
額
は
、
雇

用
担
当
大
臣
お
よ
び
予
算
担
当
大
臣
の
ア
レ
テ
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ

る
（
労
働
法
典
R.
五
一
三
四

一
六
六
条
）。
二
〇
一
二
年
一
〇
月
三

一
日
ア
レ
テ
に
よ
れ
ば
、
雇
用
に
お
け
る
サ
ポ
ー
ト
契
約
の
形
で

（
す
な
わ
ち
非
市
場
的
セ
ク
タ
ー
に
お
い
て
）
締
結
さ
れ
る
場
合
に

は
時
間
当
た
り
Ｓ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
の
七
五
％
、
雇
用
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
契
約

の
形
で
（
す
な
わ
ち
市
場
的
セ
ク
タ
ー
に
お
い
て
）
締
結
さ
れ
る
場

合
に
は
「
原
則
と
し
て
」
時
間
あ
た
り
Ｓ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
の
三
五
％
が
支
給

さ
れ37

）る38
）。

こ
の
給
付
金
は
、

職
業
的
参
入
の
た
め
の
支
援
（a

id
e

 
a
l’in

sertio
n p

ro
fessio

n
n
elle

）」
と
呼
ば
れ
（
L.
五
一
三
四

一

一

三

条
）
、

提

示

さ

れ

た

ポ

ス

ト

の

内

容
、
…

利

用

者

（b
en
eficia

ire

）
を
採
用
す
る
組
織
に
お
け
る
、
そ
の
ポ
ス
ト
の
位

置
づ
け
、
指
導
・
教
育
に
か
か
る
条
件
、
そ
し
て
、
未
来
雇
用
の
契

約
期
間
中
に
獲
得
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
る
職
業
資
格
な
い
し
職
業

能
力
に
関
す
る
使
用
者
の
義
務
を
考
慮
し
て
給
付
さ
れ
る
」

L.
五

一
三
四

一
一
四
条39

））。
給
付
金
は
最
大
で
三
六
ヶ
月
間
支
払
わ
れ
る

が
（
L.
五
一
三
四

一
一
三
条
）、
職
業
訓
練
を
完
遂
す
る
た
め
に
必

要
な
場
合
に
は
、
六
〇
ヶ
月
を
上
限
と
し
て
、
給
付
決
定
を
行
っ
た

機
関
に
よ
っ
て
延
長
さ
れ
う
る
（
R.
五
一
三
四

一
六
七
条
）。

こ
の
給
付
金
の
支
給
は
、
使
用
者
に
よ
る
教
育
訓
練
の
提
供
の
対

価
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
支
給
に
際
し
て
は
、
使
用
者
が

労
働
者
に
対
し
て
負
う
義
務
を
明
確
化
す
る
た
め
に
、
以
下
の
通
り
、
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給
付
の
決
定
権
者
・
使
用
者
・
労
働
者
の
三
者
が
関
与
す
る
手
続
が

法
令
上
予
定
さ
れ
て
い
る
。

ⅱ
）

給
付
の
決
定
権
者

ま
ず
、
給
付
金
の
決
定
権
者
は
、
未
来
雇
用
の
対
象
と
な
る
労
働

者
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
（
な
い
し
、
財
源
の
拠
出
主
体
）
に
よ
っ
て
異

な
っ
て
い
る
（
社
会
的
参
入
契
約
に
関
す
る
一
般
規
定
が
適
用
さ
れ

る
。
労
働
法
典
L.
五
一
三
四

一
九

一
条
参
照
）。
国
庫
負
担
か
ら

補
助
金
が
拠
出
さ
れ
る
未
来
雇
用
に
つ
い
て
は
、
①
地
域
青
年
支
援

セ
ン
タ
ー
、
②
障
害
者
職
業
紹
介
組
織
（C

a
p
 
E
m
p
lo
i

）
が
決
定

権
限
を
有
し
、
県
に
よ
っ
て
財
源
が
拠
出
さ
れ
る
Ｒ
Ｓ
Ａ
の
受
給
者

が
受
益
者
と
な
る
場
合
に
は
、
県
会
の
会
長
が
決
定
権
限
を
も
つ
。

な
お
、
失
業
保
険
・
職
業
紹
介
機
構
（P

o
le em

p
lo
i

）
に
も
、
こ
の

制
度
へ
の
深
い
関
与
が
予
定
さ
れ
て
い
る
が
、
支
給
決
定
の
主
体
に

は
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
Ｒ
Ｓ
Ａ
受
給
者
に
関
す

る
支
給
決
定
も
地
域
青
年
支
援
セ
ン
タ
ー
な
い
し
障
害
者
職
業
紹
介

組
織
に
委
任
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る40

）。

ⅲ
）

当
事
者
の
関
与
に
よ
る
文
書
の
作
成

給
付
決
定
権
者
は
、
労
働
者
に
対
し
て
提
示
さ
れ
る
ポ
ス
ト
、
指

導
・
教
育
の
条
件
、
未
来
契
約
の
間
に
取
得
が
目
指
さ
れ
る
職
業
資

格
・
職
業
能
力
を
使
用
者
と
交
渉
す
る
。
そ
し
て
、
使
用
者
は
当
該

技
能
等
の
取
得
に
役
立
つ
よ
う
な
職
業
訓
練
の
活
動
を
行
う
こ
と
を

約
束
す
る
。
労
働
者
の
ポ
ス
ト
や
指
導
・
教
育
等
に
関
し
て
使
用
者

が
負
う
べ
き
義
務
は
、
給
付
決
定
権
者
・
使
用
者
・
労
働
者
の
三
者

に
よ
っ
て
効
果
を
付
与
さ
れ
る
書
面
に
明
記
さ
れ
る41

）。

な
お
、
当
初
は
国
と
使
用
者
と
の
間
の
合
意
（co

n
v
en
tio
n

）

を
前
提
と
し
た
契
約
的
な
制
度
が
構
想
さ
れ
た
が
、
事
務
手
続
の
簡

素
化
の
観
点
か
ら
補
助
金
を
給
付
す
る
行
政
決
定
の
法
形
式
が
選
択

さ
れ
た42

）。
結
果
と
し
て
、
使
用
者
が
負
う
教
育
訓
練
に
か
か
る
義
務

等
は
、
上
記
の
通
り
三
者
が
「
有
効
と
認
め
る
（v

a
lid
er

）」
す
る

と
こ
ろ
の
書
面
に
記
載
さ
れ
る
が
、
こ
の
文
書
自
体
は
直
接
に
は
私

法
上
の
契
約
と
し
て
の
意
味
を
も
た
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る43

）。
な

お
、
こ
の
書
面
は
、
労
働
契
約
の
締
結
の
前
提
と
し
て
作
成
さ
れ
る
。

ⅳ
）

義
務
の
履
行
・
不
履
行

上
記
の
書
面
に
記
載
さ
れ
た
使
用
者
の
義
務
に
つ
い
て
の
不
履
行

は
、
給
付
金
の
打
ち
切
り
あ
る
い
は
返
還
請
求
を
導
き
う
る
（
但
し
、

労
働
契
約
の
期
間
途
中
で
、
状
況
の
変
化
に
よ
っ
て
義
務
の
内
容
を

変
更
す
る
こ
と
は
常
に
可
能
で
あ
る44

））。
使
用
者
が
教
育
訓
練
の
義

務
を
果
た
し
て
い
る
か
は
、
毎
年
一
度
、
給
付
決
定
を
行
っ
た
機
関

に
よ
っ
て
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
（
R.
五
一
三
四

一
六
八
条
）。
地
域
青
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年
支
援
セ
ン
タ
ー
の
担
当
者
が
義
務
の
履
行
を
確
認
す
る
役
割
を
担

う
。ⅴ

）

給
付
金
の
財
源

財
源
は
、
事
前
に
国
か
ら
各
地
域
の
地
域
青
年
支
援
セ
ン
タ
ー
と

障
害
者
職
業
紹
介
組
織
に
交
付
さ
れ
る
予
算
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
る

（
想
定
さ
れ
る
契
約
数
と
共
に
予
算
が
決
定
さ
れ
る45

））。
Ｒ
Ｓ
Ａ
の
受

給
者
が
契
約
締
結
当
事
者
と
な
る
場
合
に
は
、
県
会
も
こ
の
給
付
金

の
財
源
を
拠
出
す
る
。

⑺

解
雇
規
制
の
緩
和

未
来
雇
用
が
有
期
契
約
を
用
い
て
行
わ
れ
る
場
合
、
解
雇
規
制
と

の
関
係
で
も
特
別
な
ル
ー
ル
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
有
期
・
無
期
の

解
雇
規
制
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
と
も
い
え
る
ル
ー
ル
が
構
築
さ
れ
て
い

る46
）。

す
な
わ
ち
、
契
約
期
間
の
満
了
前
で
あ
っ
て
も
、
契
約
締
結
か

ら
一
年
が
経
過
す
る
ご
と
に
、
労
働
者
は
二
週
間
の
予
告
期
間
を
遵

守
し
て
契
約
を
解
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
使
用
者
も
、
真

実
か
つ
重
大
な
理
由
（ca

u
se reelle et serieu

se

）
を
正
当
化
し
、

一
ヶ
月
の
予
告
期
間
及
び
労
働
法
典
L.
一
二
三
二

二
条
に
定
め
ら

れ
た
手
続
（
期
間
の
定
め
の
な
い
雇
用
契
約
に
つ
い
て
の
普
通
解
雇

に
要
求
さ
れ
る
手
続
）
を
遵
守
す
れ
ば
、
期
間
満
了
前
で
あ
っ
て
も

契
約
を
解
約
で
き
る
。

⑻

特
徴
・
評
価

以
上
の
よ
う
な
未
来
雇
用
制
度
に
つ
い
て
学
説
が
指
摘
す
る
特
徴

や
評
価
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
簡
単
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。

未
来
雇
用
制
度
を
従
来
の
援
助
付
契
約
と
比
較
し
た
場
合
の
特
徴

は
、
ま
ず
、
①
教
育
訓
練
に
関
す
る
使
用
者
の
義
務
が
強
化
さ
れ
、

補
助
金
が
こ
う
し
た
教
育
訓
練
の
対
価
と
し
て
付
与
さ
れ
る
こ
と
が

制
度
上
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
従
来
か
ら
存

在
す
る
Ｃ
Ａ
Ｅ
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
契
約
期
間
の
延
長
の
際
に
そ

れ
ま
で
の
使
用
者
の
行
動
が
評
価
さ
れ
る
旨
の
規
定
が
あ
る
も
の
の

（
L.
五
一
三
四

二
三

二
条
）、
こ
の
よ
う
な
定
期
的
な
義
務
の
遵
守

の
チ
ェ
ッ
ク
や
補
助
金
の
返
還
ま
で
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
次
に
、

②
地
域
青
年
支
援
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
対
象
労
働
者
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
・

サ
ポ
ー
ト
も
こ
の
制
度
の
新
し
さ
で
あ
る
。
地
域
青
年
支
援
セ
ン

タ
ー
は
一
九
八
〇
年
代
の
は
じ
め
に
創
設
さ
れ
た
組
織
で
あ
り
、
若

年
者
に
つ
い
て
、
失
業
問
題
の
み
な
ら
ず
健
康
や
住
居
の
問
題
等
に

つ
い
て
総
合
的
な
支
援
を
行
っ
て
き
た47

）。
三
〇
年
に
わ
た
る
若
年
者

支
援
の
経
験
の
蓄
積
の
あ
る
こ
の
組
織
が
、
若
者
を
総
合
的
な
観
点

か
ら
支
援
し
、
か
つ
、
そ
う
し
た
支
援
を
、
未
来
雇
用
制
度
を
通
じ

て
雇
用
へ
と
よ
り
強
く
方
向
付
け
る
必
要
性
が
意
識
さ
れ
た48

）。
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ま
た
、
こ
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
こ
の
地
域
青
年
支
援
セ
ン
タ
ー

の
重
要
な
役
割
を
含
め
、
③
地
方
ご
と
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
重
要

性
が
高
い
こ
と
も
改
め
て
そ
の
特
徴
と
し
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

地
方
ご
と
に
定
め
ら
れ
る
計
画
が
、
優
先
さ
れ
る
職
種
・
分
野
等
を

決
定
し
、
補
助
金
の
付
与
は
こ
の
計
画
を
基
礎
と
し
て
行
わ
れ
る
こ

と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

Ⅲ

世
代
契
約
（co

n
tra
t d
e g

en
era

tio
n

）

⑴

制
度
の
概
要
と
特
徴

二
〇
一
三
年
三
月
一
日
法
律49

）は
、
労
働
法
典
L.
五
一
二
一

六
条

以
下
に
「
世
代
契
約
」
と
い
う
節
を
創
設
し
、
制
度
の
枠
組
み
を
設

定
し
て
い
る
（

雇
用
の
維
持
と
確
保
（sa

u
v
eg
a
rd
e

）」
と
い
う

章
に
整
理
さ
れ
て
い
る
）。
世
代
契
約
は
、
も
と
も
と
二
〇
一
二
年

一
〇
月
一
九
日
の
全
国
職
際
協
定
（A

cco
rd
 
n
a
tio
n
a
l
 
in
ter-

p
ro
fessio

n
n
el

）
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
制
度
で
あ
り50

）、
法
は
こ

の
内
容
に
修
正
を
加
え
つ
つ
法
典
化
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
労

使
の
主
導
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
い
る
制
度
で
あ
る
点
に
お
い
て
、

従
来
の
援
助
付
契
約
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
後
述
の
通
り
こ

の
制
度
を
援
助
付
契
約
に
整
理
す
る
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
は
見
解

の
対
立
が
あ
る
。

こ
の
制
度
は
、
大
ま
か
に
い
え
ば
、
企
業
が
若
年
労
働
者
と
高
齢

労
働
者
を
併
せ
て
雇
用
す
る
場
合
に
、
企
業
に
対
し
て
一
定
額
の
給

付
金
を
付
与
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
若
年
者
の
雇
用
問
題
と
高

齢
者
の
雇
用
問
題
に
同
時
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
点
に
特
徴
が
あ
る51

）。

以
下
、
法
令
上
の
規
定
を
手
が
か
り
に
具
体
的
な
制
度
の
構
造
を
明

ら
か
に
し
て
お
こ
う
。

⑵

世
代
契
約

労
働
法
典
L.
五
一
二
一

一
七
条
に
よ
れ
ば
、
企
業
は
、
以
下
の

二
つ
の
条
件
を
同
時
に
満
た
す
場
合
に
、
原
則
と
し
て
年
間
四
〇
〇

〇
ユ
ー
ロ
の
給
付
金
を
最
大
三
年
間
獲
得
す
る
（
D.
五
一
二
一

四

二
条
、
D.
五
一
二
一

四
四
条
）。
給
付
金
の
対
象
と
な
る
の
は
、
三

〇
〇
名
以
下
の
被
用
者
を
擁
す
る
企
業
で
あ
る
（
L.
五
一
二
一

七

条
、
五
一
二
一

八
条
。
五
〇
名
以
上
三
〇
〇
名
以
下
の
被
用
者
を

擁
す
る
企
業
で
は
、
所
定
の
事
項
を
定
め
た
後
述
の
労
使
協
定
の
適

用
を
受
け
て
い
る
こ
と
等
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
L.
五
一
二
一

一

〇
条
、
L.
五
一
二
一

一
一
条52

））。
こ
の
制
度
は
、
私
法
上
の
使
用
者

お
よ
び
商
工
業
的
性
格
を
有
す
る
公
的
な
組
織
に
適
用
さ
れ
う
る

（
L.
五
一
二
一

六
条
三
項
）。

①

当
該
企
業
が
二
六
歳
以
下
（
障
害
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る

労
働
者
の
場
合
三
〇
歳
以
下
）
の
若
年
者
を
無
期
・
フ
ル
タ
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イ
ム
の
契
約
で
雇
用
し
、
補
助
金
が
支
給
さ
れ
る
期
間
に
つ

い
て
こ
の
雇
用
を
維
持
す
る
こ
と
（
本
人
の
経
歴
や
状
況
に

よ
り
正
当
化
さ
れ
る
場
合
に
は
、
本
人
の
合
意
を
得
て
、
一

日
の
労
働
時
間
が
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
の
五
分
の
四
を
下
回

ら
な
い
限
り
で
パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用
と
す
る
こ
と
が
で
き

る53
））。

②

ａ
）
五
七
歳
以
上
の
高
齢
被
用
者
、
ｂ
）
採
用
時
に
五
五
歳

以
上
の
高
齢
被
用
者
、
ｃ
）
障
害
を
有
す
る
五
五
歳
以
上
の

高
齢
被
用
者
、
の
い
ず
れ
か
を
、
補
助
金
が
支
給
さ
れ
る
期

間
あ
る
い
は
そ
の
引
退
退
職
ま
で
の
間
、
無
期
契
約
の
雇
用

に
お
い
て
維
持
す
る
こ
と

な
お
、
こ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
す
場
合
で
も
、
以
下
の
場
合
に
は

給
付
金
が
付
与
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ⅰ
）
若
年
労
働
者
の
採
用

に
先
立
つ
六
ヶ
月
の
間
に
、
当
該
採
用
が
予
定
さ
れ
て
い
る
の
と
同

じ
職
種
（ca

teg
o
rie p

ro
fessio

n
n
elle

）
に
属
す
る
ポ
ス
ト
に
つ

い
て
、
経
済
的
理
由
に
よ
る
解
雇
の
手
続
を
行
っ
た
、
あ
る
い
は
、

採
用
が
予
定
さ
れ
て
い
る
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
、
認
証
さ
れ
た
合
意
に

よ
る
契
約
解
消
（ru

p
tu
re co

n
v
en
tio
n
n
elle h

o
m
o
lo
g
u
ee

）
を

行
っ
た
、
あ
る
い
は
、
重
大
な
有
責
行
為
・
重
過
失
（fa

u
te g

ra
v
e

 
o
u lo

u
rd
e

）
・
就
労
不
能
以
外
の
理
由
に
よ
る
解
雇
の
手
続
を
行
っ

た
企
業
、
ⅱ
）
社
会
保
険
料
や
失
業
保
険
料
の
徴
収
機
関
と
の
関
係

で
、
申
告
・
支
払
義
務
を
適
切
に
履
行
し
て
い
な
い
企
業
、
に
は
、

給
付
金
が
付
与
さ
れ
な
い54

）。

法
は
、
世
代
契
約
の
目
的
と
し
て
、
①
無
期
契
約
へ
の
ア
ク
セ
ス

を
通
じ
て
、
若
年
者
の
雇
用
へ
の
持
続
的
な
（d

u
ra
b
le

）
参
入
を

容
易
に
す
る
こ
と
、
②
高
齢
労
働
者
の
採
用
及
び
雇
用
維
持
を
促
進

す
る
こ
と
、
③
知
識
と
技
能
（sa

v
o
irs et co

m
p
eten

ces

）
の
継

承
を
確
保
す
る
こ
と
、
の
三
点
を
挙
げ
て
い
る
（
L.
五
一
二
一

六

条
）。
若
年
者
と
高
齢
者
を
同
時
に
雇
用
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る

点
に
こ
の
制
度
の
新
し
さ
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
若

年
者
の
雇
用
契
約
が
無
期
契
約
で
あ
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
点
で
も
、

こ
れ
ま
で
の
援
助
雇
用
、
ひ
い
て
は
若
年
者
の
雇
用
政
策
を
め
ぐ
る

考
え
方
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

世
代
契
約
に
お
い
て
、
上
述
の
通
り
若
年
者
に
は
雇
用
へ
の
参
入

が
確
保
さ
れ
、
高
齢
労
働
者
・
若
年
労
働
者
間
で
知
識
と
技
能
の
継

承
が
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
具
体
的
に
使
用
者
の

負
う
義
務
は
、
国
と
企
業
の
間
で
交
渉
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
労
使

交
渉
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る55

）。
上
述
の
よ
う
に
、
法
律
が
定
め
る
給

付
金
取
得
の
た
め
の
要
件
は
主
と
し
て
若
年
労
働
者
と
高
齢
労
働
者

の
雇
用
の
維
持
に
留
ま
る
の
で
あ
り
、
若
年
労
働
者
の
教
育
訓
練
を

行
う
義
務
等
は
使
用
者
に
と
っ
て
あ
く
ま
で
労
使
協
定
上
の
義
務
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
五
〇
名
以
上
の
労
働
者
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を
有
す
る
企
業
に
お
い
て
は
、
前
も
っ
て
労
使
協
定
を
締
結
す
る
こ

と
が
給
付
金
を
受
け
取
る
た
め
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
（
労
働
法
典

L.
五
一
二
一

一
〇
条
、
L.
五
一
二
一

一
一
条
）。

⑶

援
助
付
契
約
か

一
般
的
な
労
働
契
約
か

世
代
契
約
に
つ
い
て
は
、
こ
の
契
約
が
従
来
の
援
助
付
契
約
の
文

脈
に
属
す
る
も
の
な
の
か
否
か
が
立
法
時
に
議
論
と
な
り
、
立
法
者

と
学
説
の
多
数
と
で
見
解
が
異
な
っ
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
上
記
の

通
り
、
世
代
契
約
は
他
の
援
助
付
契
約
と
は
異
な
る
章
の
中
に
規
定

さ
れ
て
お
り
、
法
典
上
の
位
置
づ
け
と
い
う
観
点
か
ら
は
こ
の
点
は

明
ら
か
で
な
い
と
も
い
え
る
。
見
解
の
相
違
は
以
下
で
見
る
通
り

も
っ
ぱ
ら
援
助
付
契
約
の
定
義
に
由
来
し
て
お
り
、
い
ず
れ
の
立
場

が
正
し
い
か
を
論
じ
る
こ
と
に
は
意
味
が
な
い
が
、
特
に
立
法
者
の

見
解
に
は
援
助
付
契
約
が
一
般
的
な
就
労
と
質
的
に
異
な
る
も
の
で

あ
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
た
め
、
こ
こ
で

検
討
を
加
え
て
お
く
。

学
説
の
多
く
は
、
世
代
契
約
を
援
助
付
契
約
の
新
し
い
類
型
と
位

置
づ
け
て
い
る56

）。
学
説
に
よ
れ
ば
、
講
学
上
「
援
助
付
契
約
」
と
呼

ば
れ
る
契
約
は
、
法
典
上
こ
の
名
称
が
付
け
ら
れ
た
章
に
規
定
の
あ

る
も
の
に
限
定
さ
れ
な
い57

）。
援
助
付
契
約
は
、
広
く
、
①
初
期
の
職

業
訓
練
と
雇
用
の
間
を
つ
な
ぐ
移
行
の
手
段
と
し
て
の
教
育
・
訓
練

契
約
、
②
国
家
の
サ
ー
ビ
ス
に
よ
っ
て
誘
導
さ
れ
た
職
業
的
生
活
へ

の
参
入
（in
sertio

n
 
p
ro
fessio

n
n
elle

）
の
行
程
を
形
成
す
る
法

的
な
道
具
で
あ
る
と
こ
ろ
の
参
入
契
約
、
の
二
つ
の
類
型
の
契
約
を

包
含
す
る
概
念
で
あ
る58

）。
ま
た
、
別
の
論
者
に
よ
れ
ば
、
援
助
付
契

約
は
、
労
務
の
提
供
と
職
業
訓
練
な
い
し
参
入
の
た
め
の
活
動

（a
ctio

n
 
d
’in
sertio

n

）
が
組
み
合
わ
せ
ら
れ
た
特
殊
な
労
働
契
約

で
あ
り
、
国
家
に
よ
っ
て
財
政
的
に
援
助
さ
れ
た
雇
用
と
し
て
の
意

味
を
有
す
る59

）。
世
代
契
約
も
、
高
齢
労
働
者
か
ら
若
年
労
働
者
へ
の

職
業
能
力
の
承
継
を
通
じ
た
若
年
労
働
者
の
職
業
訓
練
と
い
う
制
度

趣
旨
と
、
こ
れ
に
対
す
る
国
家
の
財
政
的
支
援
・
誘
導
と
い
う
特
徴

を
有
し
て
お
り
、
こ
の
点
で
、
上
記
の
よ
う
な
広
い
意
味
で
の
援
助

付
契
約
に
当
た
る
と
整
理
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
立
法
者
の
見
解
は
、
こ
の
契
約
が
あ
ら
ゆ
る
若

年
者
を
対
象
と
す
る
点
に
お
い
て
伝
統
的
な
援
助
付
契
約
の
ロ
ジ
ッ

ク
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
立
法
者
に
よ
れ
ば
、

こ
の
制
度
は
、
若
年
者
の
採
用
を
媒
介
と
し
た
企
業
内
の
労
働
者
の

年
齢
構
成
の
管
理
へ
と
企
業
を
誘
導
す
る
仕
組
み
で
あ
る60

）。
ま
た
、

採
用
さ
れ
た
若
年
労
働
者
に
つ
い
て
、
特
別
な
職
業
訓
練
や
能
力
の

獲
得
等
は
（
労
使
協
定
に
よ
っ
て
合
意
さ
れ
る
も
の
を
越
え
て
は
）

予
定
さ
れ
ず
、
給
付
金
を
受
け
取
る
た
め
の
条
件
も
上
記
の
通
り
緩

や
か
な
も
の
で
あ
る61

）。
他
方
で
、
若
年
労
働
者
が
締
結
す
る
契
約
は
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当
該
企
業
の
通
常
の
無
期
契
約
の
被
用
者
と
し
て
の
も
の
で
あ
り
、

逆
に
い
え
ば
、
企
業
内
の
職
業
訓
練
に
つ
い
て
も
、
そ
の
職
場
に
お

け
る
労
働
者
と
し
て
の
完
全
な
権
利
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
て
、
世
代
契
約
の
対
象
と
な
る
労
働
者
は
、

他
の
労
働
者

と
同
じ
」
労
働
者
に
な
る
の
で
あ
る62

）。
立
法
時
の
議
論
で
は
、
若
年

労
働
者
が
他
の
援
助
付
契
約
に
お
け
る
場
合
の
よ
う
に
労
働
者
を

「
別
の
、
特
異
な
（a

p
a
rt

）」
存
在
に
位
置
づ
け
る
制
度
で
は
な
い

こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

⑷

特
徴
・
評
価

若
年
労
働
者
と
高
齢
者
労
働
者
と
い
う
、
と
も
す
れ
ば
限
ら
れ
た

雇
用
を
め
ぐ
っ
て
対
立
す
る
立
場
と
な
り
う
る
者
に
つ
い
て
一
つ
の

施
策
で
対
応
し
よ
う
と
す
る
世
代
契
約
に
は
、
従
来
の
援
助
付
契
約

に
は
な
い
新
し
さ
が
あ
る
。
こ
う
し
た
理
念
そ
れ
自
体
に
反
対
す
る

見
解
は
見
ら
れ
な
い
が
、
法
に
よ
り
押
し
つ
け
ら
れ
た
制
度
に
よ
っ

て
、
真
の
世
代
間
の
経
済
的
・
社
会
的
連
帯
が
実
現
す
る
か
ど
う
か

に
つ
い
て
は
疑
問
も
提
示
さ
れ
て
い
る63

）。
実
際
に
こ
の
制
度
が
期
待

さ
れ
た
機
能
を
果
た
す
か
否
か
は
、
以
下
で
述
べ
る
労
使
協
定
の
内

容
と
そ
の
実
施
に
大
き
く
依
存
し
て
い
る
。

上
記
の
通
り
、
実
際
に
世
代
間
の
知
識
と
技
能
の
継
承
の
た
め
に

い
か
な
る
手
段
が
用
い
ら
れ
る
か
は
労
使
協
定
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
労
使
合
意
の
役
割
の
重
要
性

も
、
世
代
契
約
の
重
要
な
特
徴
で
あ
る64

）。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
一
九
八

〇
年
代
以
降
、
一
時
的
に
失
業
状
態
に
あ
る
労
働
者
に
つ
い
て
は
労

使
が
失
業
保
険
制
度
等
の
労
使
合
意
に
基
づ
く
仕
組
み
に
よ
り
責
任

を
負
う
一
方
で
、
継
続
的
に
雇
用
の
機
会
を
奪
わ
れ
て
い
る
失
業
者

に
つ
い
て
は
国
の
施
策
の
対
象
と
す
る
、
と
い
う
全
体
的
な
政
策
の

方
向
性
が
国
と
労
使
代
表
の
間
で
共
有
さ
れ
、
そ
の
枠
組
み
の
中
で

Ｒ
Ｍ
Ｉ
や
Ｒ
Ｓ
Ａ
と
い
っ
た
包
括
的
な
公
的
扶
助
、
援
助
付
契
約
の

よ
う
な
雇
用
へ
の
参
入
の
た
め
の
様
々
な
仕
組
み
が
あ
く
ま
で
国
の

責
任
と
し
て
発
展
し
て
き
た
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
。
今
回
、
こ
の

制
度
の
創
設
・
運
用
に
つ
き
労
使
代
表
に
重
要
な
役
割
が
付
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
、
長
期
失
業
者
施
策
に
関
す
る
従
来
の
国
と
労
使
の
責

任
の
分
担
の
ラ
イ
ン
が
揺
れ
動
い
て
お
り
、
今
後
、
こ
の
分
野
に
お

け
る
労
使
代
表
の
役
割
の
重
要
性
が
拡
大
す
る
可
能
性
を
示
し
て
い

る65
）。

Ⅳ

援
助
付
契
約
に
関
す
る
評
価
と
「
未
来
雇
用
」・

「
世
代
契
約
」
の
位
置
づ
け

⑴

雇
用
創
出
・
就
労
支
援
・
教
育
訓
練
・
社
会
参
入

援
助
付
契
約
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
多
く
の
批
判
が
加
え
ら
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れ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
の
批
判
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
も
そ
も

援
助
付
契
約
が
有
す
る
目
的
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
制
度
に
関
す

る
学
説
の
議
論
を
整
理
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

論
者
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
の66

）、
援
助
付
契
約
が
有
し
う
る
目
的

と
し
て
は
、
以
下
の
四
つ
の
も
の
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思

わ
れ
れ67

）る68
）。

以
下
の
目
的
は
必
ず
し
も
互
い
に
排
斥
し
合
う
も
の
で

は
な
く
重
な
る
部
分
も
大
き
い
が
、
時
に
矛
盾
す
る
こ
と
が
あ
る69

）。

ま
ず
、
①
景
気
動
向
に
よ
っ
て
拡
大
す
る
失
業
に
対
す
る
直
接
・
一

次
的
な
対
策
と
い
う
目
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
、
国
が
財
政
的
支
援

を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
非
熟
練
労
働
者
の
採
用
を
企
業
に
促
す
こ
と

に
よ
り
、
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
を
増
や
し
、
失
業
者
を
減
ら
す
と
い

う
目
的
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
公
的
な
支
援
は
雇
用
へ
の
補
助
金
と

し
て
機
能
す
る
。
次
に
、
②
労
働
契
約
の
遂
行
に
伴
っ
て
行
わ
れ
る

職
業
訓
練
に
よ
っ
て
、
労
働
者
の
エ
ン
プ
ロ
イ
ヤ
ビ
リ
テ
ィ
ー
の
改

善
を
行
い
、
失
業
状
態
か
ら
安
定
し
た
雇
用
へ
の
ト
ラ
ン
ポ
リ
ン
と

し
て
機
能
す
る
と
い
う
目
的
で
あ
る70

）。
こ
の
場
合
に
は
、
使
用
者
に

よ
っ
て
施
さ
れ
る
教
育
訓
練
へ
の
対
価
と
し
て
公
的
な
支
援
が
行
わ

れ
る
こ
と
に
な
ろ
う71

）。
次
に
、
③
企
業
内
で
一
般
の
労
働
者
と
同
様

の
仕
事
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
就
労
の
経
験
を
積
み
、
そ
の
後
の
一

般
就
職
へ
と
つ
な
げ
る
と
い
う
目
的
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
単

に
一
時
的
に
失
業
率
を
減
ら
す
こ
と
が
目
的
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、

そ
の
後
の
一
般
雇
用
へ
の
移
行
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

他
方
で
特
別
な
職
業
訓
練
・
教
育
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、

他
の
労
働
者
と
同
様
の
就
労
環
境
に
お
か
れ
る
こ
と
が
こ
う
し
た
契

約
の
趣
旨
で
あ
る
と
さ
れ
る72

）。
②
、
③
が
想
定
す
る
一
般
雇
用
へ
の

移
行
は
、

ト
ラ
ン
ポ
リ
ン
」
の
機
能
と
し
て
援
助
付
契
約
に
つ
い

て
学
説
・
政
府
の
文
書
等
に
お
い
て
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る73

）。
ま
た
、

形
式
的
に
は
②
を
目
指
す
援
助
付
契
約
で
あ
っ
て
も
、
実
際
に
使
用

者
が
職
業
訓
練
を
施
す
こ
と
が
担
保
さ
れ
な
け
れ
ば
、
実
質
的
に
は

契
約
の
機
能
は
③
に
接
近
す
る
だ
ろ
う
（
そ
う
し
た
背
景
も
あ
り
、

②
、
③
は
必
ず
し
も
常
に
意
識
的
に
区
別
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
て
い
な

い
）。
最
後
に
、
④
失
業
状
態
が
長
く
続
き
雇
用
か
ら
遠
く
離
れ
た

存
在
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
と
の
つ
な
が
り
を
失
い
つ
つ
あ
る

者
に
つ
い
て
、
労
働
契
約
の
遂
行
に
伴
っ
て
職
業
生
活
の
リ
ズ
ム
を

学
習
し
、
社
会
へ
の
参
入
を
促
す
と
い
う
目
的
で
あ
る
。
こ
う
し
た

目
的
か
ら
援
助
付
契
約
を
捉
え
る
場
合
、
一
般
雇
用
へ
の
移
行
は
、

当
然
望
ま
し
い
こ
と
と
捉
え
ら
れ
る
に
せ
よ
、
必
ず
し
も
最
大
の
目

的
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
上
述
の
通
り
、
こ
れ
ら
の
目
的
は
並
列

的
に
追
求
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、
他
の
目
的
を
排
斥
す
る
も
の
で

は
な
い
が
、
い
ず
れ
を
重
視
す
る
か
に
よ
っ
て
制
度
へ
の
評
価
や
制

度
が
備
え
る
べ
き
条
件
が
変
わ
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る74

）。
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⑵

援
助
付
契
約
へ
の
批
判
的
・
消
極
的
評
価
と
反
論

ⅰ
）

こ
れ
ま
で
、
援
助
付
契
約
に
つ
い
て
は
批
判
的
な
評
価
が

支
配
的
と
い
え
る
状
況
で
あ
る
。
以
下
、
そ
う
し
た
批
判
的
評
価
を
、

⑴
で
整
理
し
た
援
助
付
契
約
の
目
的
と
の
関
係
で
検
討
す
る
。

ま
ず
、
①
一
時
的
な
雇
用
創
出
効
果
を
狙
っ
た
社
会
保
険
料
免
除

等
の
政
策
に
つ
い
て
は
、
不
安
定
・
低
賃
金
の
労
働
を
増
や
す
だ
け

で
あ
る
と
の
理
解
が
九
〇
年
代
以
降
は
通
説
的
に
な
っ
て
お
り75

）、
現

在
で
は
そ
の
よ
う
な
政
策
が
正
面
か
ら
主
張
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
無

く
な
り
つ
つ
あ
る
。

次
に
、
上
記
の
②
、
③
が
掲
げ
る
ト
ラ
ン
ポ
リ
ン
効
果
に
つ
い
て

は
、
援
助
付
契
約
の
後
に
一
般
雇
用
へ
と
移
行
す
る
労
働
者
が
少
な

い
こ
と
、
移
行
し
て
い
る
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
使
用
者

が
当
該
労
働
者
を
採
用
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
て
、
単
に
給
付
金

等
を
獲
得
す
る
た
め
に
援
助
付
契
約
を
利
用
し
て
い
る
こ
と

（effet

76
）

d
’a
u
b
a
in

）
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
会
計
検
査
院
は
、

二
〇
一
一
年
に
行
わ
れ
た
援
助
付
契
約
に
関
す
る
詳
細
な
調
査
に
お

い
て
、
雇
用
へ
の
参
入
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
こ
の
制
度
は

効
果
を
発
揮
し
て
い
な
い
と
結
論
付
け
て
い
る77

）。
例
え
ば
、
未
来
雇

用
制
度
の
基
礎
で
も
あ
り
援
助
付
契
約
の
中
心
に
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
社
会
参
入
契
約
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
〇
年
の
統
計
に
お
い
て
、

市
場
的
セ
ク
タ
ー
に
お
い
て
は
六
九
・
六
％
、
非
市
場
的
セ
ク
タ
ー

に
お
い
て
は
四
一
・
四
％
が
援
助
付
契
約
の
終
了
後
に
別
の
労
働
契

約
を
獲
得
し
て
い
る
が
、
六
ヶ
月
以
上
の
期
間
の
有
期
契
約
ま
で
含

む
も
の
と
し
て
の
「
継
続
的
な
（d

u
ra
b
le

）」
労
働
契
約
に
到
達
し

て
い
る
の
は
順
に
五
九
・
〇
％
、
二
六
・
一
％
に
留
ま
っ
て
い78

）る79
）。

援
助
付
契
約
と
失
業
を
繰
り
返
し
、
安
定
し
た
雇
用
を
獲
得
し
え
な

い
労
働
者
が
多
数
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る80

）。

ⅱ
）

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
雇
用
創
出
・
就
労
支
援
に
向
け

た
効
果
に
つ
い
て
は
、
市
場
セ
ク
タ
ー
と
非
市
場
セ
ク
タ
ー
に
つ
い

て
の
異
な
る
議
論
の
必
要
性
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
非

市
場
的
セ
ク
タ
ー
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
不
安
定
雇
用
の
継
続
と

い
う
状
況
を
ふ
ま
え
て
も
な
お
、
援
助
付
契
約
に
積
極
的
な
意
味
を

認
め
る
見
解
が
あ
る
。
こ
う
し
た
論
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な

「
二
つ
目
の
労
働
市
場
」
を
生
み
出
す
事
業
は
、
安
上
が
り
な
労
働

市
場
で
は
な
く
、
連
帯
的
な
経
済
あ
る
い
は
近
接
す
る
者
同
士
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
る
経
済
の
発
展
に
寄
与
し
、
通
常
の
市
場
で
は
カ

バ
ー
さ
れ
な
い
ニ
ー
ズ
を
カ
バ
ー
す81

）る82
）。

そ
し
て
、
こ
の
分
野
に
お

い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
特
別
な
労
働
力
が
な
け
れ
ば
生
じ
え
な
い
よ

う
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
が
援
助
付
契
約
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
り83

）、
こ
う
し
た
契
約
を
積
極
的
に
利
用
す
る
こ
と
は
社
会
的

に
有
用
な
事
業
の
発
展
の
た
め
に
む
し
ろ
望
ま
し
い
と
い
う84

）。
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⑶

社
会
参
入
・
社
会
統
合
の
手
段
と
し
て
の
援
助
付
契
約

前
述
し
た
会
計
検
査
院
の
報
告
書
は
、
雇
用
へ
の
参
入
と
い
う
観

点
か
ら
は
、
こ
う
し
た
仕
組
み
は
効
果
を
発
揮
し
て
い
な
い
と
結
論

付
け
る
一
方
で
、
全
体
の
八
割
を
占
め
る
非
市
場
セ
ク
タ
ー
の
援
助

付
契
約
は
、
雇
用
市
場
へ
の
参
入
を
助
け
る
も
の
で
は
な
い
が
、
社

会
的
参
入
（in

clu
sio
n
 
so
cia
le

）
及
び
購
買
力
維
持
の
た
め
に
は

一
定
の
意
味
を
有
し
て
い
る
と
の
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

援
助
付
契
約
は
雇
用
政
策
と
い
う
よ
り
も
、
社
会
統
合
（co
h
esio

n
 

so
cia
le

）
の
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
従
っ
て
、
雇
用
か
ら
最
も
遠

く
離
れ
た
人
々
に
照
準
を
合
わ
せ
、
か
つ
、
必
要
な
サ
ポ
ー
ト

（a
cco

m
p
a
g
n
em
en
t

）
の
活
動
が
伴
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
す
る85

）。
学
説
に
も
、
こ
の
報
告
書
を
参
照
し
つ
つ
、
援
助
付

契
約
を
締
結
す
る
労
働
者
は
契
約
期
間
中
、
賃
金
と
い
う
現
金
給
付

と
、
労
働
者
に
対
す
る
サ
ポ
ー
ト
や
職
業
訓
練
と
い
う
現
物
給
付
と

い
う
二
種
類
の
給
付
を
受
け
取
る
も
の
と
整
理
す
る
も
の
が
あ
る86

）。

こ
の
よ
う
な
議
論
か
ら
は
、
援
助
付
契
約
に
つ
い
て
、
上
述
の
⑴
の

中
で
挙
げ
た
目
的
の
う
ち
の
④
、
つ
ま
り
、
労
働
と
い
う
活
動
を
通

じ
て
社
会
と
の
つ
な
が
り
を
取
り
戻
す
と
い
う
機
能
が
あ
る
程
度
重

視
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
援
助
付
契
約
が
、
労
働
契
約
よ
り

も
む
し
ろ
国
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
賃
金
補
助
や
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の

領
域
に
近
い
も
の
と
し
て
の
役
割
を
発
揮
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取

れ
る
。

⑷

未
来
雇
用
」
・
「
世
代
契
約
」
の
位
置
づ
け

以
上
の
検
討
を
ふ
ま
え
て
、
本
稿
の
Ⅱ
・
Ⅲ
で
検
討
し
た
新
し
い

制
度
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、

未
来
雇
用
」
は
、
若
年
失
業
者
の
中
か
ら
特
に
職
業
能

力
の
低
い
、
雇
用
か
ら
の
距
離
が
遠
い
者
を
対
象
者
と
し
て
限
定
し

た
上
で
、
若
年
者
の
住
居
・
医
療
等
に
つ
い
て
も
サ
ポ
ー
ト
の
経
験

の
あ
る
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
サ
ポ
ー
ト
を
組
み
合
わ
せ
る
と
い
う
形
で
、

対
象
を
限
定
し
必
要
な
サ
ポ
ー
ト
を
行
う
べ
き
と
す
る
上
述
の
会
計

検
査
院
の
報
告
書
の
結
論
に
沿
っ
た
方
向
性
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

未
来
雇
用
に
は
、
雇
用
か
ら
遠
く
離
れ
た
状
態
に
あ
る
者
に
つ
い
て

労
働
を
通
じ
た
社
会
参
加
を
促
す
と
い
う
、
社
会
統
合
の
た
め
の
役

割
が
強
く
期
待
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
他
方
で
、
基
本
的
に
非

市
場
的
セ
ク
タ
ー
を
想
定
し
、
職
業
訓
練
に
つ
い
て
の
使
用
者
の
義

務
を
厳
格
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
一
般
雇
用
へ
の
ト
ラ
ン

ポ
リ
ン
効
果
が
特
に
低
い
状
況
に
あ
る
非
市
場
的
セ
ク
タ
ー
に
つ
い

て
、
援
助
付
契
約
の
こ
の
セ
ク
タ
ー
に
お
け
る
重
要
性
を
認
め
つ
つ
、

一
般
雇
用
へ
の
移
行
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
読
み
取
る
こ
と

も
で
き
よ
う
。

次
に
、

世
代
契
約
」
に
つ
い
て
は
、
期
間
の
定
め
の
な
い
契
約

（80-４- ）481 17

「福祉的」性格を有する労働（笠木）



が
前
提
と
な
っ
て
い
る
点
で
、
不
安
定
雇
用
や
そ
の
よ
う
な
雇
用
の

連
続
を
生
み
出
す
と
い
う
従
来
の
援
助
付
契
約
へ
の
批
判
と
の
関
係

で
は
、
こ
れ
を
ク
リ
ア
し
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
こ
の
制
度
が

援
助
付
契
約
で
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
立
法
時
の
議
論
と
、
上
記
の

よ
う
な
援
助
付
契
約
の
不
十
分
な
ト
ラ
ン
ポ
リ
ン
効
果
を
全
体
と
し

て
考
慮
す
れ
ば
、
従
来
の
（
狭
義
の
）
援
助
付
契
約
に
留
ま
る
労
働

者
が
少
な
か
ら
ず
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
援
助
付
契
約
の
対
象
者
に

は
国
の
施
策
の
対
象
と
な
る
「
特
別
な
労
働
者
」
と
し
て
の
性
格
が

付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
世
代
契
約
に
つ
い
て
労
使

合
意
の
役
割
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
世
代
契
約
に
お
い

て
は
、
社
会
統
合
の
た
め
の
施
策
と
し
て
の
色
合
い
が
強
く
な
り
つ

つ
あ
る
援
助
付
契
約
と
は
方
向
性
の
異
な
る
形
で
の
、
い
わ
ば
純
然

た
る
「
雇
用
」
政
策
が
模
索
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

Ⅴ

終
わ
り
に

⑴

本
稿
で
検
討
し
た
二
つ
の
新
し
い
制
度
、
及
び
、
援
助
付
契
約

に
つ
い
て
の
従
来
の
議
論
の
整
理
は
、
公
的
な
援
助
を
受
け
る
労
働

契
約
の
多
様
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の

は
、
ま
ず
、
当
た
り
前
の
こ
と
で
も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
中
間
的

な
性
格
の
労
働
契
約
に
つ
い
て
、
何
よ
り
も
、
そ
の
よ
う
な
契
約
の

目
的
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本

の
「
福
祉
的
」
就
労
、

中
間
的
」
就
労
に
つ
い
て
も
、
差
し
あ
た

り
の
収
入
を
確
保
す
る
た
め
の
雇
用
維
持
の
制
度
で
あ
る
の
か
、
あ

る
い
は
、
職
業
訓
練
を
経
て
一
般
就
労
へ
の
移
行
を
想
定
し
た
制
度

で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
一
般
就
労
へ
の
移
行
が
必
ず
し
も
期
待

さ
れ
な
い
と
し
て
も
必
要
な
社
会
参
加
の
た
め
の
就
労
の
場
と
し
て

考
え
る
べ
き
制
度
な
の
か
、
等
の
観
点
か
ら
の
整
理
が
可
能
で
あ
ろ

う
。

⑵

結
び
に
変
え
て
、
福
祉
的
な
性
格
を
有
す
る
就
労
と
い
う
観
点

か
ら
、
特
に
未
来
雇
用
制
度
に
着
目
し
つ
つ
、
日
本
に
お
い
て
今
後

議
論
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
論
点
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
援
助
付
契
約
に
共
通
す
る
特
徴
で
あ
る
が
、
未
来
雇
用
制

度
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
労
働
契
約
が
締
結
さ
れ
る
。
期
間
の
定

め
や
解
雇
規
制
等
の
法
令
の
適
用
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
も
の

の
、
特
別
な
規
定
の
無
い
限
り
労
働
契
約
と
し
て
の
法
的
性
格
を
維

持
し
て
い
る
。
結
果
と
し
て
、
未
来
雇
用
制
度
を
享
受
す
る
労
働
者

は
最
低
賃
金
レ
ベ
ル
の
賃
金
を
獲
得
す
る
が
、
既
に
検
討
し
た
よ
う

に
、
そ
の
賃
金
レ
ベ
ル
の
七
五
％
ま
で
及
び
う
る
給
付
金
が
使
用
者

に
付
与
さ
れ
、
実
際
に
は
こ
の
給
付
金
が
賃
金
を
補
填
す
る
役
割
を

担
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
他
方
で
、
繰
り
返
し
指
摘
し
た
通
り
、

こ
の
給
付
金
は
、
制
度
上
は
あ
く
ま
で
、
使
用
者
が
労
働
者
に
行
う
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職
業
訓
練
の
対
価
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
賃
金
補
助
に
つ

い
て
は
、
労
働
市
場
へ
の
歪
ん
だ
効
果
を
も
た
ら
し
、
低
賃
金
を
固

定
化
す
る
と
い
っ
た
批
判
が
通
説
的
で
あ
る
が
、
近
年
で
は
、
改
め

て
こ
う
し
た
制
度
の
意
義
を
主
張
す
る
見
解
も
散
見
さ
れ
る87

）。
援
助

付
契
約
が
単
な
る
不
安
定
雇
用
の
増
加
を
も
た
ら
し
て
き
た
と
の
批

判
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
上
記
の
よ
う
な
給
付
金
付
与
の
仕

組
み
は
、
日
本
に
お
い
て
も
あ
る
程
度
参
考
に
な
り
う
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か88

）。

こ
の
よ
う
に
、
未
来
雇
用
制
度
は
、
あ
く
ま
で
形
式
的
に
は
「
一

般
就
労
」
と
し
て
の
枠
組
み
を
維
持
す
る
。
ま
た
、
援
助
の
付
さ
れ

な
い
一
般
就
労
へ
の
移
行
も
、
職
業
訓
練
に
つ
い
て
の
使
用
者
の
義

務
の
強
化
と
い
う
形
で
、
相
当
程
度
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
と
い
え

よ
う
。

他
方
で
、
援
助
付
契
約
に
お
い
て
就
労
参
入
の
効
果
は
ほ
ぼ
否
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
と
同
時
に
、
非
市
場
セ
ク
タ
ー
に
つ
い
て

は
こ
の
点
を
あ
る
程
度
割
り
切
っ
た
上
で
な
お
、
そ
う
し
た
契
約
の

重
要
性
を
評
価
す
る
見
解
が
あ
る
と
い
う
状
況
が
あ
る
こ
と
や
、
対

象
者
を
限
定
し
つ
つ
、
地
域
青
年
支
援
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
き
め
細
や

か
な
サ
ポ
ー
ト
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
こ
の
契
約
の
福
祉

サ
ー
ビ
ス
的
な
性
格
も
読
み
取
れ
る
。
若
年
者
の
失
業
率
が
著
し
く

高
く
、
移
民
を
中
心
と
し
た
貧
困
層
が
固
定
化
し
、
社
会
と
の
つ
な

が
り
を
失
う
危
険
を
常
に
抱
え
る
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
一
般
就

労
へ
の
移
行
が
必
ず
し
も
あ
ら
ゆ
る
労
働
者
に
と
っ
て
可
能
で
な
い

こ
と
を
あ
る
程
度
割
り
切
っ
て
受
け
入
れ
つ
つ
、
若
者
に
対
す
る
総

合
的
な
支
援
の
一
環
と
し
て
こ
う
し
た
労
働
契
約
が
用
い
ら
れ
て
い

る
面
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る89

）。

会
計
検
査
院
の
報
告
書
も
指
摘
す
る
通
り
、
就
労
の
有
す
る
福
祉

的
な
性
格
を
重
視
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
対
象
者
を
的
確
に
限
定
・
画

定
し
た
上
で
、
そ
う
し
た
対
象
者
の
ニ
ー
ズ
に
合
致
し
た
サ
ー
ビ
ス

が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
地
域
福
祉
を
担
う
組
織
の
人
的
な
イ
ン

フ
ラ
等
の
裏
付
け
も
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
こ
う
し
た
観
点
は
、
日

本
に
お
け
る
福
祉
的
就
労
・
中
間
的
就
労
に
関
す
る
今
後
の
議
論
に

も
示
唆
を
も
た
ら
す
も
の
と
も
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
未
来
雇
用
制
度
は
、
障
害
を
も
つ
労
働
者
・
公
的
扶
助
受

給
者
等
も
、
特
別
な
区
別
を
す
る
こ
と
な
く
制
度
の
対
象
と
し
て
い

る
。
特
に
公
的
扶
助
受
給
者
と
の
関
係
で
、
日
本
で
は
、
生
活
困
窮

者
支
援
法
が
生
活
保
護
受
給
者
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
想
定

さ
れ
て
い
な
い90

）が
、
対
象
と
な
る
労
働
者
層
の
総
合
的
・
連
続
的
な

支
援
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
将
来
的
に
は
、
中
間
的
就
労
と
生
活
保

護
受
給
者
の
就
労
と
を
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
に
区
別
す
る
こ
と
に
つ
い
て

は
再
考
の
余
地
も
あ
り
え
よ
う
（
但
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
生
活

保
護
制
度
お
よ
び
同
制
度
の
補
足
性
の
原
則
（
生
活
保
護
法
四
条
）
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と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
さ
ら
に
議
論
が
あ
る
だ
ろ
う
）。

最
後
に
、
本
稿
で
は
十
分
に
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
福

祉
的
な
性
格
を
有
す
る
就
労
に
つ
い
て
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
非
営

利
の
事
業
者
や
地
方
自
治
体
を
中
心
と
し
た
非
市
場
的
セ
ク
タ
ー
と

い
う
領
域
の
位
置
づ
け
や
意
義
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
細
な
検
討
が
必

要
と
考
え
る
。
中
間
的
就
労
に
関
与
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る

民
間
事
業
者
の
認
定
（
生
活
困
窮
者
支
援
法
一
〇
条
以
下
）
等
と
の

関
係
で
も
有
益
な
考
察
と
な
り
う
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ
の
点

に
つ
い
て
は
別
稿
で
改
め
て
検
討
し
た
い
。

本
稿
は
、
科
学
研
究
費
﹇
基
盤
C
﹈
の
助
成
を
受
け
た
研
究
課
題

（
研
究
課
題：

低
所
得
労
働
者
に
対
す
る
所
得
保
障
の
可
能
性
と
社

会
保
障
法
体
系
の
再
構
築
）
の
成
果
で
あ
る
。

１
）

中
村
和
雄
「
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
案
に
お
け
る
『
中
間
的

就
労
』
の
問
題
点
」
季
刊
労
働
法
二
四
二
号
（
二
〇
一
三
）
九
三
頁
。

２
）

こ
の
点
も
含
め
、
日
本
に
お
け
る
障
害
者
の
福
祉
的
就
労
の
状

況
に
つ
い
て
は
、
福
祉
的
就
労
分
野
に
お
け
る
労
働
法
適
用
に
関
す

る
研
究
会
「
福
祉
的
就
労
分
野
に
お
け
る
労
働
法
適
用
に
関
す
る
研

究
会
報
告
書
」

二
〇
〇
九
年
）
第
一
章
（
佐
藤
宏
・
古
田
清
美
執
筆

箇
所
）
参
照
。
な
お
、
報
告
書
は
全
文
が
以
下
の
サ
イ
ト
で
閲
覧
可

能

で

あ

る
。h

ttp
: /
/
w
w
w
.d
in
f.n

e
.jp

/
d
o
c
/
ja
p
a
n
e
s
e
/

reso
u
rce /h

ik
a
k
u
/m
a
tsu
i091

1
3
0
/
1
 
h
a
z
im
e
n
i.h
tm
l

（
最
終

閲
覧
日：

二
〇
一
三
年
一
一
月
二
日
）

３
）

福
祉
的
就
労
分
野
に
お
け
る
労
働
法
適
用
に
関
す
る
研
究
会
・

前
掲
注

２
）報
告
書
「
は
じ
め
に
」

松
井
亮
輔
執
筆
箇
所
）

４
）

松
井
亮
輔
「
障
害
者
雇
用
の
今
後
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
｜
福

祉
と
雇
用
の
分
立
か
ら
融
合
へ
」

特
集

障
害
者
雇
用
の
方
向
性
を

探
る
）
季
刊
労
働
法

二
二
五
号
（
二
〇
〇
九
）
三
一

三
九
頁
。

５
）

福
祉
的
就
労
に
お
け
る
労
働
法
適
用
に
関
す
る
研
究
会
・
前
掲

注

２
）報
告
書
第
五
章
（
岩
田
克
彦
執
筆
箇
所
）

６
）

障
害
者
の
雇
用
の
受
け
皿
と
な
る
雇
用
創
出
の
必
要
性
を
指
摘

す
る
文
献
と
し
て
、
福
島
豪
「
障
害
者
に
と
っ
て
の
就
労
と
労
働
市

場
」
法
律
時
報
八
五
巻
三
号
三
六
頁
。

７
）

社
会
的
孤
立
と
「
無
業
」

求
職
者
だ
け
で
な
く
、
収
入
を
伴

う
仕
事
を
し
て
い
な
い
状
態
を
全
体
と
し
て
指
す
）
と
の
関
係
に
関

す
る
研
究
と
し
て
、
玄
田
有
史
『
孤
立
無
業
（S

N
E
P

）』
日
本
経

済
新
聞
社
（
二
〇
一
三
）。

８
）

松
原
仁
美
「
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
的
排
除
と
公
的
雇
用
契
約
の
展

開
」
経
済
学
雑
誌
一
一
三
巻
一
号
八
九
頁
以
下
は
（
お
そ
ら
く
、
援

助
付
契
約
の
中
か
ら
非
市
場
的
セ
ク
タ
ー
で
締
結
さ
れ
る
も
の
を
取

出
し
て
）

公
的
雇
用
契
約
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

９
）

B
o
rg
etto

(M
.),

L
es
 
co
n
tra
ts
 
a
id
es
 
en
 
q
u
estio

n
(s),

R
D
S
S
,
2013,

p
p
.
187 et 188;

B
o
u
sez

(F
.) ＝

M
a
rtin

o
n
(A
.),

L
e d

ed
a
le d

es co
n
tra
ts a

id
es,

R
D
S
S
,
n
4,
2006,

p
.
596.

10
）

G
a
m
et
(L
.),
L
es con

trats d
e travail con

clu
s au

 
titre
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d
es d

ispositifs pu
blics d

e m
ise a

l’em
ploi,

L
.
G
.
D
.
J.,
2002,

p
p
.
48 et s.;

S
o
u
s la resp

o
n
sa
b
ilite

d
e W

o
lm
a
rk

(C
.),
L
es

 
em
p
lo
is d

’a
v
en
ir o

n
t-ils u

n a
v
en
ir?,

R
evu

e d
e D

roit d
u

 
T
ravail,

fev
.,
2013,

p
.
76.

11
）

援
助
付
契
約
に
つ
い
て
は
法
令
が
定
義
規
定
を
お
い
て
お
ら
ず
、

そ
の
理
解
に
は
論
者
に
よ
っ
て
幅
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
本
文
で
述
べ

た
よ
う
な
広
い
定
義
を
採
用
す
る
。
定
義
に
つ
い
て
は
、
注
16
・
58
、

本
文
Ⅲ
を
参
照
。

12
）

フ
ラ
ン
ス
労
働
法
の
代
表
的
な
教
科
書
で
は
、
こ
れ
ら
の
契
約

を
、
社
会
保
険
料
免
除
等
と
共
に
、

雇
用
へ
の
補
助
金
（su

b
v
en
-

tio
n
 
d
e
 
l’em

p
lo
i

）」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
整
理
し
て
い
る
。P

elis-

sier
(J.)

et a
l.,
D
roit d

u travail,
25

ed
itio

n
,
D
a
llo
z,
2011.

13
）

P
elissier

(J.)
et a

l.,
o
p
.
cit.,

p
.
213.

14
）

P
etit

(F
.),
L
es em

p
lo
is d

’a
v
en
ir
:
u
n trem

p
lin v

ers la
 

p
ro
fessio

n
n
a
lisa

tio
n
,
R
evu

e d
e d
roit d

u travail,
2013,n

.2,

p
.
76;

B
o
u
sez

(F
.) ＝

M
a
rtin

o
n
(A
.),
o
p
.
cit.,

2006,
p
.
596.

15
）

参
照
、
笠
木
映
里
「
フ
ラ
ン
ス
の
雇
用
政
策
」
季
労
二
三
二
号
。

九
〇
年
代
以
降
に
採
用
さ
れ
た
低
賃
金
労
働
者
に
つ
い
て
の
社
会
保

険
料
減
免
に
つ
い
て
は
、B

o
issin

o
t
(J.)

et
 
a
l.,

L
es
 
a
lleg

e-

m
en
ts
 
d
e
 
co
tisa

tio
n
s
 
so
cia
les
 
p
a
tro
n
a
les
 
su
r
 
les
 
b
a
s

 
sa
la
ires en F

ra
n
ce d

e 1993 a
2007,

S
alaire m

in
im
u
m
 
et

 
bas

 
reven

u
s
:
com

m
en
t
 
con

cilier
 
ju
stice

 
sociale

 
et
 
ef-

ficacite
econ

om
iqu
e?
,
L
a d

o
cu
m
en
ta
tio
n F

ra
n
ça
ise,

2008,

p
p
.
219 et s.

16
）

援
助
付
契
約
の
狭
義
の
定
義
と
い
え
よ
う
。
後
で
本
文
で
も
紹

介
す
る
会
計
検
査
院
の
報
告
書
は
（
報
告
書
の
中
で
正
式
な
定
義
は

行
わ
れ
て
い
な
い
が
）
こ
の
よ
う
な
狭
義
の
定
義
を
す
る
も
の
と
理

解
で
き
る
。C

o
u
rs d

es co
m
p
tes,

L
es co

n
tra
ts a

id
es d

a
n
s la

 
p
o
litiq

u
e d

e l’em
p
lo
i,
co
m
m
u
n
ica
tio
n
 
a
la
 
C
o
m
m
issio

n
 

d
es
 
fin
a
n
ces,

d
e
 
l’eco

n
o
m
ie
 
g
en
era

le
 
et
 
d
u
 
co
n
tro
le

 
b
u
d
g
eta

ire d
e l’A

ss.
n
a
t.,
2011,

p
.
15.

17
）

V
erk

in
d
t
(P
.
Y
.),

L
e
 
co
n
tra
t
 
d
’a
cco

m
p
a
g
n
em
en
t

 
d
a
n
s l’em

p
lo
i,
D
roit S

ocial,
2005,

p
.
441.

18
）

松
原
・
前
掲
注

８
）論
文
（
一
一
三
巻
）
一
〇
七
頁
。

19
）

(so
u
s la d

irectio
n d

e)
S
u
p
io
t
(A
.)
A
u
-d
ela

d
e l’em

ploi,

F
la
m
m
a
rio
n
,
1999,

p
p
.
66 et s.

20
）

ド
イ
ツ
で
も
、
こ
う
し
た
政
策
が
九
〇
年
代
末
ま
で
は
重
要
性

を
有
し
て
い
た
が
、
現
在
で
は
著
し
く
縮
小
さ
れ
て
い
る
状
況
を
指

摘
す
る
文
献
と
し
て
、C

o
u
rs d

es co
m
p
tes,

o
p
.
cit.,

p
.
26.

21
）

K
erch

en
(N
.),
L
es en

g
a
g
em
en
ts d

a
n
s les co

n
tra
ts

 
a
id
es,

R
D
S
S
,
2013,

p
.
202.

22
）

な
お
、
未
来
契
約
（co

n
tra
ts d

’a
v
en
ir

）
と
い
う
制
度
が
二

〇
〇
五
年
一
月
一
八
日
法
律
に
よ
り
導
入
さ
れ
、
二
〇
〇
八
年
一
二

月
一
日
法
律
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
非
市
場
的
セ
ク
タ
ー
の

み
を
対
象
と
し
、
Ｒ
Ｍ
Ｉ
等
の
各
種
の
給
付
の
受
給
者
を
労
働
契
約

の
当
事
者
と
す
る
援
助
付
契
約
で
あ
っ
た
。B

o
u
sez

(F
.) ＝

M
a
r-

tin
o
n
(A
.),
L
es co

n
tra
ts a

id
es en

 
p
ro
ie a

la
 
d
em
esu

re,

R
D
S
S
,
2013,

p
p
.
193,

194.

名
称
が
紛
ら
わ
し
い
が
、
現
行
法
上
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の
未
来
雇
用
制
度
と
の
特
別
な
関
係
を
示
唆
す
る
文
献
は
見
当
た
ら

な
い
。

23
）

未
来
雇
用
の
創
設
に
関
す
る
二
〇
一
二
年
一
〇
月
二
六
日n

°

2012
1189

法
律
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
。

24
）

社
会
参
入
契
約
の
創
設
の
経
緯
や
内
容
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、

服
部
有
希
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
最
低
所
得
保
障
制
度
改
革
｜
活
動

的
連
帯
所
得
手
当
Ｒ
Ｓ
Ａ
の
概
要
｜
」
外
国
の
立
法
二
五
三
号
三
七

頁
以
下
を
参
照
。

25
）

K
erch

en
(N
.),
o
p
.
cit.,

p
p
.
206,

207.

26
）

P
en
a
u
d
(P
.)
et a

l.,
P
olitiqu

es sociales
,
2
ed
itio

n rev
u
e

 
et m

ise a
jo
u
rs,

2013,
D
a
llo
z,
p
.
349;

B
o
u
sez

(F
.) ＝

M
a
r-

tin
o
n
(A
.),
o
p
.
cit.,

2013,
p
.
199.

27
）

P
ro
jet d

e lo
i p
o
rta
n
t crea

tio
n d

es em
p
lo
i d
’a
v
en
ir,

É
tu
d
e d

’im
p
a
ct,

a
o
u
t 2012.

28
）

ま
た
、
雇
用
・
訓
練
契
約
（co

n
tra
ts en

 
a
ltern

a
n
ce

）、
熟

練
化
契
約
（co

n
tra
ts d

e p
ro
fessio

n
n
a
lisa

tio
n

）
は
、
法
典
上
、

援
助
付
契
約
で
は
な
く
、
雇
用
と
職
業
訓
練
と
を
結
び
つ
け
る
契
約

と
整
理
さ
れ
る
が
、
同
様
の
機
能
を
有
す
る
こ
と
が
あ
り
、
Ⅲ
で
後

述
す
る
と
こ
ろ
の
広
義
の
援
助
付
契
約
に
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
契
約
類
型
は
比
較
的
う
ま
く
機
能
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
一
方
で
、
職
業
能
力
を
も
た
ず
就
職
に
困
難
を
抱
え
る
若
者

に
は
、
こ
う
し
た
契
約
の
機
会
を
得
る
こ
と
も
難
し
い
と
い
う
実
態

が
あ
る
。

29
）

例
え
ば
Ｒ
Ｓ
Ａ
の
受
給
者
は
全
て
こ
の
制
度
の
対
象
と
な
り
う

る
。

30
）

こ
の
よ
う
に
社
会
的
に
有
用
な
活
動
に
焦
点
を
絞
っ
た
援
助
付

契
約
は
、
直
接
に
は
一
九
九
七
年
に
導
入
さ
れ
た
若
年
者
雇
用
契
約

制
度
（co

n
tra
ts
 
em
p
lo
i-jeu

n
e

）
に
始
ま
る
も
の
で
あ
る
。

S
u
p
io
t
(A
.),
o
p
.
cit.,

p
.
69.

な
お
、
異
な
る
文
脈
で
は
あ
る
が
、

同
じ
く
未
来
雇
用
と
同
種
の
性
格
の
制
度
と
し
て
一
九
九
七
年
の
若

年
者
雇
用
契
約
制
度
を
挙
げ
る
文
献
と
し
て
、W

o
lm
a
rk
(C
.),
o
p
.

cit.,
p
.
77.

非
市
場
的
セ
ク
タ
｜
の
援
助
付
契
約
の
背
景
に
あ
る

社
会
的
有
用
性
の
理
念
に
つ
い
て
は
、
松
原
・
前
掲
注

８
）論
文
九

七
頁
以
下
。

31
）

①
初
期
教
育
訓
練
に
お
い
て
何
ら
の
デ
ィ
プ
ロ
ム
も
有
し
な
い

者
に
加
え
、
②
全
国
職
業
資
格
総
覧
（R

ep
erto

ire n
a
tio
n
a
l d
es

 
certifica

tio
n
s p

ro
fessio

n
n
elles,

教
育
法
典
L.
三
三
五

六
条
）

上
の
就
職
目
的
の
デ
ィ
プ
ロ
ム
な
い
し
資
格
を
い
ず
れ
か
一
つ
し
か

有
し
な
い
者
で
、
職
業
能
力
水
準
分
類
表
（N

o
m
en
cla
tu
re

 
in
term

in
isterielle d

es n
iv
ea
u
x d

e fo
rm
a
tio
n
,

教
育
法
典
R.

三
三
五

一
三
条
）
上
で
第
五
レ
ベ
ル
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
か
つ
、

直
近
一
二
ヶ
月
に
お
い
て
最
低
合
計
六
ヶ
月
の
間
求
職
活
動
を
行
っ

て
い
る
者
も
対
象
と
な
る
。
居
住
地
域
に
よ
る
例
外
も
存
在
す
る
。

労
働
法
典
R.
五
一
三
四

一
六
一
条
。

32
）

就
職
が
困
難
と
考
え
ら
れ
る
特
定
の
地
域
の
若
者
が
優
先
さ
れ

る
。
労
働
法
典
L.
五
一
三
四

一
一
〇
条
の
Ⅱ
。

33
）

無
期
契
約
の
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
で
雇
用
が
永
続
化
さ
れ
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
る
も
の
の
、
実
際
に
締
結
さ
れ
る
契
約
の
多
く
は
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有
期
契
約
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。P

etit
(F
.),

o
p
.
cit.,

R
D
T
,
p
.
78.

34
）

特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
一
二
ヶ
月
以
上
三
六
ヶ
月
以

下
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
三
六
ヶ
月
ま
で
の
延
長
が

可
能
で
あ
る
。
労
働
法
典
L.
五
一
三
四

一
一
五
条
三
項
・
四
項
。

35
）

K
erch

en
(N
.),
o
p
.
cit.,

p
.
207.

36
）

Ibid
.

37
）

P
etit

(F
.),
E
m
p
lo
is d

’a
v
en
ir
:
u
n d

efi a
u ch

o
m
a
g
e d
es

 
jeu
n
es p

eu q
u
a
lifies,

le p
a
ri d

e leu
r p
ro
fessio

n
n
a
lisa

tio
n
,

R
D
S
S
,
2013,

p
.
225.

38
）

な
お
、
フ
ラ
ン
ス
のS

M
IC

は
日
本
の
最
賃
に
比
較
し
て
高
い

水
準
に
あ
る
こ
と
（
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
の
賃
金
の
中
央
値
に
対
す

る
比
率
に
よ
っ
て
比
較
し
た
場
合
）
等
に
つ
い
て
、
三
谷
直
紀
「
フ

ラ
ン
ス
の
最
低
賃
金
制
度
に
つ
い
て
」
日
本
労
働
研
究
雑
誌
五
九
三

号
（
二
〇
〇
九
）
六
九
頁
以
下
。

39
）

な
お
、
非
市
場
的
セ
ク
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
賃
金

補
助
的
給
付
に
加
え
、
社
会
保
険
料
免
除
も
存
在
し
て
い
る
（
雇
用

に
お
け
る
サ
ポ
ー
ト
契
約
の
一
般
規
定
が
適
用
さ
れ
る
）。

40
）

以
上
、M
in
istere d

u tra
v
a
il,
d
e l’em

p
lo
i,
d
e la fo

rm
a
-

tio
n
 
p
ro
fessio

n
n
elle

 
et
 
d
u
 
d
ia
lo
g
u
e
 
so
cia
l,

E
m
p
lo
i

 
d
’a
v
en
ir,

G
u
id
e d

e l’o
p
era

teu
r

｜

P
o
le em

p
lo
i,
m
issio

n
s

 
lo
ca
les,

C
a
p
 
em
p
lo
i,
p
.
6.

（
こ
の
文
書
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

で
閲
覧
可
能
で
あ
る
。h

ttp
: //tra

v
a
il-em

p
lo
i.g
o
u
v
.fr /IM

G
/

p
d
f /G

u
id
e d

e l o
p
era

teu
r.p
d
f

最
終
閲
覧
日：

二
〇
一
三
年

一
〇
月
三
一
日
）

41
）

こ
の
時
に
作
成
さ
れ
る
書
面
（

義
務
（en

g
a
g
em
en
t

）
と
サ

ポ
ー
ト
（su

iv
i

）
に
関
す
る
文
書
」
と
呼
ば
れ
る
）
の
ひ
な
形
は
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
入
手
可
能
と
な
っ
て
い
る
。h

ttp
: //tra

v
a
il-

em
p
lo
i.g
o
u
v
.fr /IM

G
/p
d
f /D

o
ssier-en

g
a
g
em
en
t-et-su

iv
i
3
.

p
d
f

（
最
終
閲
覧
日：

二
〇
一
三
年
一
〇
月
二
七
日
）

42
）

P
etit

(F
.),
o
p
.
cit.,

R
D
T
,
p
.
77.

43
）

但
し
、
使
用
者
と
労
働
者
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
労
働
契
約
は
、

こ
の
文
書
を
前
提
と
し
て
締
結
さ
れ
る
以
上
、
そ
の
内
容
を
契
約
内

容
と
し
て
取
り
込
む
こ
と
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
援
助
付
契
約
に

お
け
る
契
約
解
釈
の
問
題
、
ま
た
、
こ
れ
と
は
異
な
る
観
点
で
は
あ

る
が
同
じ
く
契
約
解
釈
の
問
題
と
し
て
、
使
用
者
に
義
務
違
反
が

あ
っ
た
際
の
契
約
の
法
的
性
質
の
再
決
定
（req

u
a
lifica

tio
n

）
の

あ
り
方
等
に
つ
い
て
も
議
論
が
あ
り
う
る
が
、
こ
れ
ら
の
労
働
契
約

に
関
わ
る
論
点
に
つ
い
て
は
別
稿
に
お
い
て
検
討
し
た
い
。

44
）

K
erch

en
(N
.),
o
p
.
cit.,

p
.
207.

45
）

A
ssem

b
lee N

a
tio
n
a
le,
n
1362,

R
a
p
p
o
rt d

’in
o
rm
a
tio
n

 
d
ep
o
se
en a

p
p
lica

tio
n d

e l’a
rticle 145 d

u R
eg
lem

en
t p
a
r

 
la
 
co
m
m
issio

n
 
d
es a

ffa
ires so

cia
les.

例
え
ば
二
〇
一
一
年

末
か
ら
二
〇
一
二
年
に
か
け
て
の
予
算
配
分
に
つ
い
て
は
、
九
四
〇

〇
〇
の
未
来
雇
用
が
想
定
さ
れ
、
こ
の
九
四
〇
〇
〇
の
枠
が
、
特
に

困
難
を
抱
え
る
地
域
を
優
先
し
て
各
地
域
に
配
分
さ
れ
て
い
る
、

D
G
E
F
P
 
n
°
2012

21 d
u
 
1

n
o
v
em
b
re 2012 rela

tiv
e a

la
 

p
ro
g
ra
m
m
a
tio
n
 
d
es em

p
lo
is d

’a
v
en
ir a

co
m
p
ter d

u
 
1
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n
o
v
em
b
re 2012.

46
）

B
o
u
sez

(F
.) ＝

M
a
rtin

o
n
(A
.),
o
p
.
cit.,

2013,
p
.
198.

47
）

地
域
青
年
支
援
セ
ン
タ
ー
の
活
動
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
差
し

あ
た
りIn

sp
ecteu

r g
en
era

l d
es fin

a
n
ces,

R
a
p
p
o
rt n

°
2010

M
019

2,
L
es m

issio
n
s lo

ca
les p

o
u
r l’in

sertio
n
 
p
ro
fes-

sio
n
n
elle et so

cia
le d

es jeu
n
es,

ju
illet 2010.

ま
た
、
現
地

で
の
調
査
の
報
告
と
し
て
、
松
原
仁
美
「
フ
ラ
ン
ス
地
域
総
合
就
労

支
援
の
実
態
調
査：
パ
リ
の
青
年
支
援
セ
ン
タ
ー
を
訪
ね
て
フ
ラ
ン

ス
地
域
総
合
就
労
支
援
の
実
態
調
査：

パ
リ
の
青
年
支
援
セ
ン
タ
ー

を
訪
ね
て
」
都
市
文
化
研
究
一
三
号
（
二
〇
一
一
）
一
一
四
頁
が
あ

る
。

48
）

S
en
a
t,
R
a
p
p
o
rt n

°
768

(2011
2012)

d
e
 
M
.
C
la
u
d
e

 
JE
A
N
N
E
R
O
T
,
fa
it a

u n
o
m
 
d
e la co

m
m
issio

n d
es a

ffa
ir-

es so
cia
les,

d
ep
o
se
le 18 sep

tem
b
re 2012.

49
）

L
o
i n
°
2013

185 d
u 1

m
a
rs 2013 p

o
rta
n
t crea

tio
n d

u
 

co
n
tra
t d
e g

en
era

tio
n
.

50
）

P
ro
jet d

e lo
i p
o
rta
n
t crea

tio
n d

u co
n
tra
t d
e g

en
era

-

tio
n
,
n
°
492,

A
ssem

b
lee
 
n
a
tio
n
a
le,

1  
ere

 lectu
re,

É
tu
d
e

 
d
’im

p
a
ct,

p
o
rta
n
t crea

tio
n d

u co
n
tra
t d
e g

en
era

tio
n
,
11

 
d
ecem

b
re 2011,

A
ssem

b
lee n

a
tio
n
a
le,

1  
ere

 lectu
re.

51
）

フ
ラ
ン
ス
の
中
高
年
の
就
労
率
は
、
五
〇

六
四
歳
で
五
四
・

八
％
、
五
五

六
四
歳
で
は
四
一
・
五
％
、
六
〇

六
四
歳
で
は
一
八
・

九
％
に
留
ま
る
（
い
ず
れ
も
二
〇
一
一
年
）。
こ
れ
ら
の
数
値
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
中
で
も
特
に
低
い
も
の
で
あ
る
。W

illm
a
n

(C
.),
P
o
litiq

u
es d

e
 
v
ieillissem

en
t a

ctif
:
le
 
co
n
tra
t d

e
 

g
en
era

tio
n
,
u
n
e
«n
o
u
v
elle»

eta
p
e,
R
D
S
S
,
p
p
.
231 et 232.

52
）

三
〇
〇
名
以
上
の
被
用
者
を
擁
す
る
企
業
に
つ
い
て
は
給
付
金

の
支
給
は
な
く
、
む
し
ろ
、
高
齢
者
と
若
年
者
の
雇
用
に
つ
い
て
労

使
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
が
、
金
銭
的
な
制
裁
を
背
景
と
し
て
義
務

づ
け
ら
れ
て
い
る
。
L.
五
一
二
一

九
条
。

53
）

こ
の
場
合
、
補
助
金
の
額
は
割
合
的
に
減
額
さ
れ
る
。
L.
五
一

二
一

二
一
条
。

54
）

ま
た
、
契
約
途
中
で
、
給
付
金
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
労
働
者

に
つ
い
て
、
認
証
さ
れ
た
合
意
に
よ
る
契
約
解
消
（ru

p
tu
re

 
co
n
v
en
tio
n
n
elle h

o
m
o
lo
g
u
ee

）
な
い
し
重
大
な
有
責
事
由
・
過

失
（la fa

u
te g

ra
v
e o

u lo
u
rd
e

）
・
就
労
不
能
（in

a
p
titu

d
e

）

以
外
の
理
由
に
よ
る
解
雇
を
行
っ
た
場
合
に
は
給
付
金
が
停
止
さ
れ

る
。
そ
の
他
の
条
件
に
つ
い
て
は
同
じ
労
働
法
典
L.
五
一
二
一

七

条
を
参
照
。

55
）

K
erch

en
(N
.),
o
p
.
cit.,

p
.
208.

56
）

福
祉
分
野
の
代
表
的
な
研
究
雑
誌
で
あ
る
保
健
・
社
会
法
雑
誌

（R
ev
u
e d

u d
ro
it sa

n
ita
ire et so

cia
l

）
の
援
助
付
契
約
に
関
す

る
特
集
号
（
二
〇
一
三
年
第
二
号
）
に
お
い
て
、
援
助
付
契
約
の
一

類
型
と
い
う
位
置
づ
け
で
世
代
契
約
が
扱
わ
れ
て
い
る
。

57
）

B
o
u
sez

(F
.) ＝

M
a
rtin

o
n
(A
.),
o
p
.
cit,

2013,
p
.
189.

58
）

B
o
u
sez

(F
.) ＝

M
a
rtin

o
n
(A
.),
o
p
.
cit.,

2013,
p
p
.
189 et

 
190.

こ
の
分
野
の
代
表
的
な
研
究
者
は
、

就
労
支
援
の
公
的
制
度

の
下
で
締
結
さ
れ
る
労
働
契
約
（co

n
tra
ts d

e
 
tra
v
a
il co

n
clu
s

（法政研究80-４- ）24 488

研究ノート



a
u titre d

es d
isp
o
sitifs p

u
b
lics d

e m
ise a

l’em
p
lo
i

）」
と
の

名
称
を
用
い
る
。G

a
m
et
(L
.),
o
p
.
cit.

本
稿
の
Ⅲ
で
見
る
よ
う
に
、

よ
り
狭
く
、
対
象
者
を
何
ら
か
の
困
難
を
抱
え
る
特
定
の
グ
ル
ー
プ

に
限
定
し
た
契
約
の
み
を
援
助
付
契
約
と
定
義
す
る
立
場
も
あ
る
。

こ
の
立
場
か
ら
は
、
世
代
間
契
約
は
、
援
助
付
契
約
に
は
分
類
さ
れ

な
い
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
本
文
で
述
べ
た
広
い
定
義
を
採
用

し
た
上
で
、
世
代
間
契
約
も
援
助
付
契
約
に
含
め
て
議
論
す
る
方
が

通
説
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
た
め
、
本
稿
も
差
し
あ
た
り
そ
の
よ
う

な
広
い
定
義
を
採
用
し
て
検
討
を
進
め
る
。

59
）

G
a
m
et
(L
.),
E
m
p
lo
i d
’a
v
en
ir et a

v
en
ir d

e l’em
p
lo
i,

R
evu

e d
e D

roit d
u
 
T
ravail,

2013,
p
.
79.

60
）

D
a
u
x
erre

(L
.),
L
e co

n
tra
t d
e g

en
era

tio
n
:
l’a
llia

n
ce

 
d
es a

g
es,

JC
P
/L
a sem

ain
e ju

rid
iqu
e

｜ed
ition

 
sociale n

.

11
12,

1119,
12 m

a
rs 2013,

p
.
12.

61
）

R
a
p
p
o
rt A

ssem
b
lee N

a
tio
n
a
le,

C
o
m
m
issio

n d
es a

f-

fa
ires so

cia
les n

570,
d
ec.

2012.

62
）

Ibid
.

63
）

D
a
u
x
erre

(L
.),
o
p
.
cit.,

p
.
18.

64
）

R
a
p
p
o
rt A

ssem
b
lee N

a
tio
n
a
le,

C
o
m
m
issio

n d
es a

f-

fa
ires so

cia
les n

570,
d
ec.

2012.

65
）

K
erch

en
(N
.),
o
p
.
cit.,

p
.
209.

同
論
文
は
そ
の
背
景
と
し

て
Ｅ
Ｕ
法
か
ら
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
。

66
）

援
助
付
契
約
の
目
的
の
多
様
性
を
指
摘
す
る
文
献
と
し
て
、

B
o
u
sez

(F
.) ＝

M
a
rtin

o
n
(A
.),
o
p
.
cit.,

2006,
p
.
598.

67
）

P
en
a
u
d
(P
.)
et a

l.,
o
p
.
cit.,

p
.
349.

68
）

C
o
u
rs d

es co
m
p
tes,

o
p
.
cit.,

p
.
8.

69
）

K
erch

en
(N
.),
o
p
.
cit.,

p
.
202.

70
）

未
来
雇
用
お
よ
び
一
九
九
七
年
に
導
入
さ
れ
た
若
年
者
雇
用
契

約
制
度
（co

n
tra
ts em

p
lo
i-jeu

n
e

）
に
つ
い
て
、P

etit
(F
.),
o
p
.

cit.,
R
D
T
,
p
.
77.

71
）

B
o
u
sez

(F
.) ＝

M
a
rtin

o
n
(A
.),
o
p
.
cit.,

2006,
p
.
598.

72
）

破
毀
院
は
従
来
の
援
助
付
契
約
に
つ
い
て
、
援
助
付
契
約
が
企

業
の
通
常
か
つ
持
続
的
な
活
動
に
か
か
る
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
用
い
ら

れ
る
こ
と
を
許
容
す
る
判
断
を
し
て
い
る
。
例
え
ば
雇
用
イ
ニ
シ
ア

テ
ィ
ブ
契
約
に
つ
い
て
の
判
断
と
し
て
、C

a
ss.,

so
c.

18.
n
o
v
.

2003,
D
r.
S
oc
.
2004,

p
.
131.

学
説
は
、
こ
の
よ
う
な
判
決
に
つ

い
て
、
援
助
付
契
約
を
職
業
訓
練
で
な
く
職
業
へ
の
参
入
を
目
的
と

し
た
も
の
と
理
解
す
る
も
の
と
分
析
し
て
い
る
。B

o
u
sez

(F
.) ＝

M
a
rtin

o
n
(A
.),
o
p
.
cit.,

2006,
p
.
598.

73
）

B
o
u
sez

(F
.) ＝

M
a
rtin

o
n
(A
.),
o
p
.
cit.,

2013,
p
.
190.

74
）

参
照
、K

erch
en

(N
.),
o
p
.
cit.,

p
.
202.

75
）

P
elissier

(J.)
et a

l.,
o
p
.
cit.,

p
.
213.

76
）

C
o
u
r d
es co

m
p
tes,

o
p
.
cit.,

p
p
.
122 et s.

77
）

以
上
、C

o
u
rs d

es co
m
p
tes,

o
p
.
cit.,

p
p
.
134 et 135.

78
）

P
en
a
u
d
(P
.),
et a

l.,
o
p
.
cit.,

p
.
345.

79
）

こ
の
統
計
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
市
場
セ
ク
タ
ー
に
お
け
る
援

助
付
契
約
の
方
が
、
少
な
く
と
も
中
期
的
な
職
業
生
活
へ
の
参
入
に

有
用
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
同
旨
、C

o
u
rs
 
d
es
 
co
m
p
tes,

o
p
.
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cit.,
p
.
8.

80
）

笠
木
・
前
掲
注

15
）論
文
参
照
。

81
）

S
u
p
io
t
(A
.),
o
p
.
cit.,

p
.
70.

82
）

市
場
的
セ
ク
タ
ー
に
お
け
る
援
助
付
契
約
は
、
新
し
く
労
働
者

を
雇
用
す
る
可
能
性
の
あ
る
使
用
者
に
つ
い
て
雇
用
に
か
か
る
コ
ス

ト
を
下
げ
、
失
業
率
を
下
げ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
の
に
対
し
て
、

非
市
場
的
セ
ク
タ
ー
に
お
け
る
援
助
付
契
約
は
新
し
い
雇
用
の
金
脈

を
掘
り
起
こ
す
こ
と
が
目
的
で
あ
り
、
公
的
に
必
要
で
あ
る
が
市
場

セ
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
は
十
分
に
満
た
さ
れ
て
い
な
い
ニ
ー
ズ
に
つ
い

て
雇
用
を
創
出
し
、
最
終
的
に
は
、
非
営
利
団
体
や
公
的
セ
ク
タ
ー
、

さ
ら
に
は
市
場
セ
ク
タ
ー
に
お
い
て
そ
う
し
た
市
場
が
自
力
で
発
展

し
て
い
く
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。S
u
p
io
t
(A
.),
o
p
.
cit.,

p
p
.
65,

68.

83
）

F
ra
n
ço
n
(G
.),

L
es
 
co
n
tra
ts
 
a
id
es
 
d
a
n
s
 
le
 
secteu

r
 

a
sso

cia
tif,

R
D
S
S
,
p
.
614.

84
）

Ibid
.

85
）

C
o
u
rs d

es co
m
p
tes,

o
p
.
cit.,

p
.
10.

86
）

K
erch

en
(N
.),
o
p
.
cit.,

p
.
202.

87
）

石
田
眞
「
ワ
ー
キ
ン
グ
・
プ
ア
と
賃
金
補
助
｜
｜
現
代
の
「
ス

ピ
ー
ナ
ム
ラ
ン
ド
制
度
」
は
可
能
か
」
労
働
法
律
旬
報
一
七
八
三
・

八
四
号
四
頁
。

88
）

も
っ
と
も
、
職
業
訓
練
が
労
働
者
に
付
与
さ
れ
て
い
る
場
合
に

の
み
給
付
金
を
支
給
す
る
制
度
は
、
職
業
訓
練
と
通
常
の
労
務
の
提

供
と
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
状
況
を
前
提

と
し
て
い
る
。
明
確
な
法
令
上
の
職
業
資
格
や
公
的
な
職
業
能
力
認

証
制
度
（certifica

tio
n
 
p
ro
fessio

n
n
elle

）
等
が
存
在
・
普
及
し
、

労
働
者
が
雇
用
さ
れ
る
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
職
務
が
限
定
さ
れ
、
個
々

の
労
働
者
の
職
業
能
力
に
対
応
し
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
こ
そ

可
能
な
議
論
と
も
い
え
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
職
業
資
格
・
職
業
訓
練
に

つ
い
て
は
、
中
上
光
夫
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
職
業
訓
練
」
と
職

業
資
格
」
国
際
地
域
学
研
究
一
〇
号
（
二
〇
〇
七
）
四
七
頁
を
参
照
。

89
）

こ
の
問
題
は
、
さ
ら
に
遡
れ
ば
、
労
働
と
い
う
営
み
を
ど
の
よ

う
な
性
格
の
も
の
と
捉
え
る
の
か
と
い
う
論
点
に
も
関
連
す
る
と
思

わ
れ
る
。
水
町
勇
一
郎
「
労
働
法
の
新
た
な
理
論
的
潮
流
と
政
策
的

ア
プ
ロ
ー
チ
」
Ｒ
Ｉ
Ｅ
Ｔ
Ｉ

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
ペ
ー
パ
ー

一

三

Ｊ

〇
三
一

一
八
頁
。

90
）

生
活
困
窮
者
」
の
定
義
規
定
か
ら
そ
の
よ
う
な
趣
旨
が
読
み

取
れ
る
。
生
活
困
窮
者
支
援
法
案
二
条
。
但
し
、

最
低
限
度
の
生

活
を
維
持
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
者
」

同
条
）
と
「
最
低

限
度
の
生
活
を
維
持
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
者
」

生
活
保
護
法
一

二
条
等
）
と
の
区
別
は
、
実
際
に
は
微
妙
な
も
の
に
な
り
え
よ
う

（
生
活
困
窮
者
支
援
法
が
対
象
と
す
る
「
生
活
困
窮
者
」
を
誰
が
ど

の
よ
う
に
決
定
す
る
か
に
つ
い
て
、
法
律
案
に
は
規
定
が
な
い
）。

ま
た
、
生
業
扶
助
に
つ
い
て
は
生
活
保
護
法
一
七
条
が
「
最
低
限
度

の
生
活
を
維
持
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
…
お
そ
れ
の
あ
る
者
」
に
つ

い
て
も
給
付
を
予
定
し
て
お
り
、
こ
の
部
分
で
は
生
活
保
護
制
度
と

生
活
困
窮
者
支
援
制
度
と
が
重
な
る
。
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